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令和５年第６回南関町議会定例会（第１号） 

令和５年12月５日 

午前10時00分開議 

於    議    場 

１．議事日程 

開会宣告 

議事日程の報告 

日程第１ 会議録署名議員の指名について（３番 矢野議員・４番 西田議員） 

日程第２ 会期決定について 

日程第３ 諸般の報告について 

日程第４ 陳情の委員会付託について 

日程第５ 議案第 58 号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

(令和５年度南関町一般会計補正予算（第６号））  

日程第６ 議案第 59 号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

（令和５年度南関町一般会計補正予算（第７号）） 

日程第７ 議案第 60 号 南関町行政手続における押印の見直しに伴う関係条例の整備に 

関する条例の制定について 

日程第８ 議案第 61 号 南関町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

の制定について 

日程第９  議案第 62 号 南関町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用 

弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 10  議案第 63 号  南関町⾧等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

の制定について 

日程第 11 議案第 64 号 南関町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について          

日程第 12 議案第 65 号  南関町下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

の制定について 

日程第 13 議案第 66 号 南関町飲料水供給施設条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 14 議案第 67 号  南関町浄化槽整備推進事業特別会計条例を廃止する条例の制定に 

ついて 

日程第 15 議案第 68 号 南関町簡易水道事業特別会計に関する条例を廃止する条例の制定 

について 

日程第 16 議案第 69 号 令和５年度南関町一般会計補正予算（第８号）について  

日程第 17 議案第 70 号 令和５年度南関町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）に 

ついて  

日程第 18 議案第 71 号 令和５年度南関町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）に 

ついて 

日程第 19 議案第 72 号 令和５年度南関町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）に 

ついて 
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日程第 20 議案第 73 号  南関町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第 21  諮問第 １号  人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第 22  諮問第 ２号  人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第 23 委員会提出議案第４号 南関町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する 

条例の一部を改正する条例の制定について  

日程第 24 一般質問 

① ３番 矢野議員    ② ８番 井下議員   

③ １番 福山議員    ④ ２番 伊藤議員 

 

２．出席議員は次のとおりである。（1２名） 

１番 福 山 美 佳 君         ２番 伊 藤 博 ⾧ 君 

３番 矢 野 修 一 君         ４番 西 田 恵 介 君 

５番 北 原 浩一郎 君         ６番 中 村 正 雄 君 

７番 杉 村 博 明 君         ８番 井 下 忠 俊 君 

９番 境 田 敏 高 君         10番 山 口 純 子 君 

11番 立 山 比呂志 君         12番 立 山 秀 喜 君 

 

３．欠席議員なし 

   

４．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者の職氏名（１１名） 

町 ⾧ 佐 藤 安 彦 君   教 育 ⾧ 谷 口 慶志郎 君   

総 務 課 ⾧ 坂 田 浩 之 君      税 務 住 民 課 ⾧ 武 田  博  君    

まちづくり課⾧  竹 崎 俊 一 君      福 祉 課 ⾧ 田 代 由 紀 君 

健 康 推 進 課 ⾧ 寺 本 由 紀 子君      経 済 課 ⾧ 田 口  明  君   

建 設 課 ⾧ 嶋 永 健 一 君      教 育 課 ⾧ 城 野 和 則 君   

会 計 管 理 者 田 中 龍 城 君   

 

 

５．職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名（２名） 

議 会 事 務 局 ⾧ 福 山 光 明 君    書     記  山 下 飛 鳥 君 
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開会 午前 10 時 00 分 

―――――――〇――――――― 

〇議⾧（立山秀喜君） 起立。礼。おはようございます。着席。 

ただいまから令和５年第６回南関町議会定例会を開会します。 

これから本日の会議を開きます。 

議事日程等はお手元に配付のとおりです。 

―――――――〇――――――― 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

〇議⾧（立山秀喜君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、３番議員、４番議員を指名しま

す。 

―――――――〇――――――― 

日程第２ 会期決定について 

〇議⾧（立山秀喜君） 日程第２、会期決定についてを議題にします。 

お諮りします。本定例会の会期については、本日から１２月８日までの５日間にしたいと思

います。 

ご異議ありませんか。 

［ 「異議なし」と呼ぶ者あり ］ 

〇議⾧（立山秀喜君） 異議なしと認めます。 

したがって、本定例会の会期は本日から１２月８日までの５日間とすることに決定しまし

た。 

―――――――〇――――――― 

日程第３ 諸般の報告について 

〇議⾧（立山秀喜君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

報告の第１点は、「例月出納検査報告及び令和５年度第１回、定期監査の報告について」で

す。 

本件については、南関町監査委員に関する条例第１４条の規定により、監査委員、良田和彦

君、立山比呂志君より、令和５年度８月分、９月分、１０月分の出納検査結果及び令和５年度

財政援助団体等の監査結果について報告がなされています。内容については、その写しをお

手元に配付していますので、これを省略します。 

報告の第２点は、「委員会報告について」です。 

総務産業常任委員会委員⾧より委員会の研修報告が提出されていますので、報告を求めま

す。総務産業常任委員会委員⾧、杉村博明君。 

〇７番議員（杉村博明君） おはようございます。総務産業常任委員会の研修、報告をいたしま

す。 

令和５年１２月１日、南関町議会議⾧、立山秀喜様。 

南関町議会総務産業常任委員会委員⾧、杉村博明。 

1、研修期間、令和５年１１月２１日～１１月２２日 
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2、場所、福岡県広川町、佐賀県基山町、福岡市 

3、参加者、杉村博明、西田恵介、境田敏高、立山比呂志、矢野修一、伊藤博⾧、田口明経済

課課⾧、田中満課⾧補佐 

１、研修の目的と内容、農業従事者の高齢化や耕作放棄地の増加により、荒廃地が増加する中

で、農業を如何に発展させ維持させていくか喫緊の課題と捉え研修を行った。 

２、研修先 1 日目  

１）福岡県八女郡広川町（株式会社オーレックホールディングス） 

まず最初に当会社の人事部藤吉絵里氏より会社概要について説明があり、その後、生産過

程のライン製造の見学を行い、質疑応答を行った。当社は昭和３２年７月創立され、現在は

全国に９営業所等があり、広川町の本社工場だけでも１５０名程の社員数で殆どが 20 代の

若い従業員で生産され、農業に関する草刈機等の機械を製造出荷されていた。 

２）佐賀県三養基郡基山町（ＮＰＯ法人かいろう基山） 

かいろう基山の代表理事松原幸孝氏より説明があり、当会員数６０名で毎日１０名弱が

活動されている。かいろう基山とは、かいろう＝快老＋快労＋快朗で地域の役に立ちながら

気持ちよく年を取りたいという意味で、高齢者自らが積極的に健康を維持し、老いを楽しみ

ながら地域社会に貢献できる事業を行って、地域の発展・活性化に貢献することを目的に活

動されている。 

活動の理念としては、「癒しの里山づくり～何度でも訪れたい緑と清流の森づくり」を目

標として活動し、地域社会に貢献することを掲げられている。 

主な活動は、環境の保全、子どもの健全育成、経済活動の活性化、まちづくり推進の４つで

す。特に森林を侵食する孟宗竹を伐採処理して里山の保全を図るため、森林整備活動、竹の

資源化、市民力の養成の３つの事業を実施されている。殆どが、シニアボランティアで平均

年齢は７０歳以上で活動されていた。 

３）福岡市城南区七隈（福岡大学工学部） 

竹イノベーション研究会、福岡大学工学部社会デザイン工学科教授で竹イノベーション

研究会代表佐藤研一氏より、竹に関する利活用について、様々な活用方法をモニターを使い

説明を受けた。特に竹をチップ粉砕した舗装材等は興味があり、駐車場、公園整備、道路舗

装等に活用が期待されすでに活用されている事例も紹介された。厄介な竹の使い方が研究

されて、日用素材として有効な竹利用が促進されるよう調査研究が行われていた。 

３、研修先 2 日目 

１）福岡市中央区天神（国土情報開発株式会社） 

国土情報開発株式会社専務取締役蔦木良巳氏より挨拶があり、課⾧代理、蓑田涼二氏より

会社概要の説明を受けた。当社は南関町の土地情報の地籍全般を請負い管理を行っている。 

近年はデジタル化が進み一括管理と情報の提供が南関町とやり取りがスムーズにでき、素 

早い対応が出来るようになった。 

  また、オープンデータとは国、地方自治体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰

もがインターネット等を通じて容易に利用出来るようになった。 

２）福岡県糸島市（JA 糸島産直市場伊都菜彩） 
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  伊都菜彩では産地の魚、野菜、花等の販売が行われており、賑わっていた。 

  魚介類は午後からの視察であったため、数は少々少な目であったが来客は多く品薄状態で

残念であった。また、野菜類は新鮮な野菜がならび多くの生産者の名前が入った値段のラベ

ルが貼られて、買い物客が買っていた。花卉類は胡蝶蘭の数が多く、販売展示され鮮やかに店

舗を飾られていた。 

  以上、総務産業常任委員会視察研修の報告を終わります。 

〇議⾧（立山秀喜君） 報告の第３点は、「委員会報告について」です。 

広報常任委員会副委員⾧より委員会の研修報告が提出されています。 

当日、委員⾧が体調不良のため、副委員⾧より報告を求めます。 

広報常任委員会副委員⾧、矢野修一君。 

〇3 番議員（矢野修一君） 令和５年１１月３０日。南関町議会議⾧、立山秀喜様。 

広報常任委員会、副委員⾧、矢野修一。 

令和５年度町村議会広報研修会報告。 

日時 令和５年１１月１０日、金曜日、午前９時３０分から午後０時３０分 

場所 熊本県市町村自治会館、本館２階講堂 

参加者 矢野修一、福山美佳、山下飛鳥主査 

研修 議会広報クリニック。演題「少しは化けましたか。創意、熱意の取り組みに学ぶ」 

講師 議会広報ファシリテーター、熊本大学客員教授、越地真一郎氏 

町村議会広報研修会が令和 5 年１１月１０日に、熊本県市町村自治会館にて開催された。

この研修会は、広報活動の向上と地域への情報発信の充実を図ることを目的としている。 

今回の研修会内容については、各町村議会ごとにグループ分けがあっており、当南関町

は、第３グループ⾧洲町・西原村・氷川町と同グループであった。事前に他の議会だよりを

読んで感想・意見等を提出しておき、当日、提出書に基づき討論型クリニック方式での研修

であった。 

まとめとして、町村議会広報研修会は、有意義な情報交流と学びの場となった。参加者全

員が共有した知識とアイデアは、広報活動において大いに活かされるであろう。今後とも、

地域社会との連携を深め、より良い情報発信ができるよう努力していく。 

これで研修会報告を終わります。 

―――――――〇――――――― 

日程第４ 陳情の委員会付託について 

〇議⾧（立山秀喜君） 日程第４、「陳情の委員会付託について」です。 

閉会中に受理した陳情は、お手元に配付しています。陳情書の写しのとおり、１件を所管の

常任委員会に付託しましたので報告します。 

ここで町⾧からの挨拶の申出があっていますので、これを許します。町⾧。 

〇町⾧（佐藤安彦君） 皆様、改めましておはようございます。 

令和５年第６回南関町議会定例会の開会において、専決処分の報告及び承認を求める こ

とについて、南関町行政手続における押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制

定について、令和５年度補正予算について、南関町教育委員会委員の任命につき同意を求め
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ることについて、その他諸議案のご審議をお願いするに当たり、一言ご挨拶を申し上げ、議員

の皆様並びに町民の皆様に一層のご理解とご協力をお願い申し上げる次第であります。 

さて、今年も残り 1 か月を切りましたが、今年は、梅雨時期の集中豪雨による災害が少な

く、心配した台風も九州に上陸する中でも、大きな被害が出なかったことは幸いであり、町の

特産物である南関米や栗、野菜等も無事に収穫されたことと思います。しかし、毎年、九州各

県をはじめ全国で、大きな災害が発生しておりますので、今一度、全国で発生している災害が

よそ事ではないことを肝に銘じながら防災管理体制を確実なものにしていかなければならな

いと考えております。 

また本年は、１０月に４年ぶりとなる各校区での町政懇談会を開催し、町全体や各校区で

も、人口減少や定住対策等の問題点などの質問・要望も出していただきましたので、今後の町

政に役立たせていきたいと考えております。 

発生から４年近くなります新型コロナウイルス感染症につきましては、秋からは減少傾向

になり落ち着いてきておりますが、例年よりも早く流行期を迎えた季節性インフルエンザと

の同時流行への対策、そして、九州内でも既に２件発生している高病原性鳥インフルエンザ

への対策も必要であると思われます。 

さて、町では、住民の皆様が企画されたいイベントや催しなどを応援する提案型助成事業や

マルシェ事業を実施しておりますが、秋からはたくさんの事業が実施されており、町内外か

らも多くの皆様にご来場いただき、それぞれの地域においても元気あふれる南関町になって

きているのではないかと思っております。今後も、ふるさと関所まつりや陶器・梅まつりと併

せて、町内外問わず、多くの方に南関町のすばらしさを知っていただく機会になればと楽し

みにしているところであります。 

町の企業立地の動きとしては、南関東部工業団地に立地いただいている㈱荏原製作所・熊本

事業所が、蒲島熊本県知事の立会いの下に第３期目となる工場増設の協定を９月１９日に締

結し、２０日には起工式が執り行われました。今回の増設では、総工費約１２０億円、数百人

規模の新規採用など、南関町の産業の振興にも大きく役立つような内容となっております。

また、９月には畜産飼料の輸入卸売販売を中心とされる㈱カスケディア・トレーディングの

新工場建設の安全祈願祭が執り行われ、１１月２０日には冨士ダイス㈱熊本製造所の新社屋

となる冶金棟の竣工披露会が行われました。更に、下坂下地域には、民間の活力で１０ha の

新しい工業団地整備も進んでおりますので、引き続き、企業の立地・増設、雇用の場の確保に

努めて参りたいと考えております。このように企業の立地等が続いており、令和４年度の町

税収入額が１３億４千万円と南関町では初めて１３億円の大台を突破し、過去最高額を更新

しました。これまでにご尽力いただいてきた先輩方に改めて感謝を申し上げますとともに、

更なる増収を目指して参ります。 

南関版コンパクトシティ構想の中で、役場新庁舎と併せて大きな役割を果たすことになる

「南の関うから館」につきましては、「うから館活用基本計画」を策定して、誰もが気軽に参

加できる、まちに「ひらかれた」あそびの場として、①（広場）としての、いつものみんなの

あそび場、②（集会交流機能）としての、みせる・つくるあそび場、③（図書館機能）として

の、ふかめる・まなぶあそび場、④（飲食機能）としての、であうあそび場を整備する計画で、



7 

 

今年度に改修実施設計を行っております。また、令和６年度に改修工事を行い、令和７年度に

は供用開始ができるように進めていきたいと考えておりますので、進捗状況等は、皆様方に

もお知らせしていきたいと思います。 

  以上、現在の状況等も含めて、お話をさせていただきましたが、今回の議案の提案につきま

しては、専決処分の報告及び承認を求めることについてが２件、南関町行政手続における押

印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてが１件、南関町一般職の職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてのほか条例の一部を改正する条例

の制定についてが５件、南関町浄化槽整備推進事業特別会計条例の廃止についてのほか条例

の廃止についてが１件、令和５年度南関町一般会計補正予算についてのほか各特別会計の補

正予算についてが３件、南関町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてが１

件、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてが２件を提案しています。 

  特に、一般会計補正予算は、総務課・熊本県知事選挙費の「報酬等」7,577 千円、経済課・

農地費の「県営土地改良事業費負担金」30,175 千円、建設課・社会資本整備総合交付金事業

の「工事請負費」33,329 千円、地域振興対策費の「工事請負費」70,886 千円、同じく建設課

の農地等災害復旧費の「工事請負費・現年災分」76,977 千円、河川等災害復旧費の「工事請

負費・現年災分」66,006 千円など、328,276 千円を増額し、一般会計の総額を 6,694,747 千円

としているところであります。 

ご審議のうえ、ご承認賜わりますようお願い申し上げまして定例会開会に当たってのご挨

拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議⾧（立山秀喜君） お諮りします。 

日程第５、議案第５８号から日程第２３、委員会提出議案第４号までの議案を一括上程し、

提案理由の説明を求めたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［ 「異議なし」と呼ぶ者あり ］ 

〇議⾧（立山秀喜君） 異議なしと認めます。 

したがって、日程第５、議案第５８号から日程第２３、委員会提出議案第４号までの議案を

一括上程することに決定しました。 

議案は、お手元に配付してあります。議案名を事務局⾧に朗読させますので、ご確認くださ

い。事務局⾧。 

〇議会事務局⾧（福山光明君） それでは、議案名を読み上げます。 

〔議案名朗読〕 

日程第５ 議案第 58 号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

(令和５年度南関町一般会計補正予算（第６号））   

日程第６ 議案第 59 号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

（令和５年度南関町一般会計補正予算（第７号）） 

日程第７ 議案第 60 号 南関町行政手続における押印の見直しに伴う関係条例の整備 

                 に関する条例の制定について 

日程第８ 議案第 61 号 南関町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

の制定について 
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日程第９ 議案第 62 号 南関町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び 

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 10 議案第 63 号 南関町⾧等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の  

制定について 

日程第 11 議案第 64 号 南関町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について     

日程第 12 議案第 65 号 南関町下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

日程第 13 議案第 66 号 南関町飲料水供給施設条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 14 議案第 67 号 南関町浄化槽整備推進事業特別会計条例を廃止する条例の制定に 

ついて 

日程第 15 議案第 68 号 南関町簡易水道事業特別会計に関する条例を廃止する条例の 

制定について 

日程第 16 議案第 69 号 令和５年度南関町一般会計補正予算（第８号）について  

日程第 17 議案第 70 号 令和５年度南関町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

について 

日程第 18 議案第 71 号 令和５年度南関町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

について 

日程第 19 議案第 72 号 令和５年度南関町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

について 

日程第 20 議案第 73 号  南関町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第 21 諮問第 １号  人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第 22 諮問第 ２号  人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第 23 委員会提出議案第４号 南関町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例 

                               の一部を改正する条例の制定について  

以上でございます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 配付漏れはありませんか。 

［ ありません」と呼ぶ者あり ］ 

〇議⾧（立山秀喜君） 配付漏れなしと認めます。 

それでは、ただいまから提案理由の説明を求めます。 

担当職員は、順次説明をしてください。総務課⾧。 

〇総務課⾧（坂田浩之君） おはようございます。 

ただいまから、議案の上程をさせていただきます。 

まず、「第５８号議案、専決処分の報告及び承認を求めることについて」ご説明を申し上げ

ます。令和５年度南関町一般会計補正予算（第６号）について、地方自治法第１７９条第１項

の規定によって、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承

認を求めるものでございます。 

次のページをお願いします。南関町専決第７号、令和５年度南関町一般会計補正予算につい

て、令和５年度南関町一般会計補正予算（第６号）を別紙のとおり調製することとする。令和
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５年１１月１日専決。内容につきましては、令和５年度南関町一般会計補正予算書（第６号）

でご説明いたします。 

予算書の１ページをお開きください。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,６４４万

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６３億３,５４７万１,０００円とするも

のでございます。２ページをお開きください。２ページは歳入についての補正額の一覧でご

ざいます。１６款県支出金は、２項県補助金に１,５４４万円を追加して２億３７５万３,００

０円とし、総額を５億５９３万９,０００円とするものです。１９款繰入金は１項基金繰入金

に１,１００万円を追加して、総額を１億３,２０７万１,０００円とするものです。補正前の歳

入合計６３億９０３万１,０００円に２,６４４万円を追加して、歳入合計を６３億３,５４７

万１,０００円としております。３ページは歳出についての補正額の一覧でございます。６款

商工費は１項商工費に２,６５１万５,０００円を追加し、総額を２億２,９４１万５,０００円

とし、１２款予備費は１項予備費から７万５,０００円を減額し、総額を１,８２９万８,０００

円としております。４ページから５ページまでは、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括表

でございます。６ページをお開きください。６ページは歳入についての説明でございます。１

６款県支出金、２項県補助金、１目１節総務費県補助金に県物価高騰対応生活者支援金とし

て１,５４４万円を追加するものです。１９款繰入金、１項基金繰入金、１目１節財政調整基

金繰入金に１,１００万円を追加するものです。７ページをお開きください。７ページは歳出

についての説明でございます。６款１項商工費、２目商工振興費の３節職員手当等に時間外

勤務手当として６万円を追加し、１０節需用費に印刷製本費として５８万８,０００円を追加

し、１１節役務費に通信費として２９０万円を追加し、１２節委託料に商品券発送業務委託

料として７１万７,０００円を追加し、１８節負担金補助及び交付金になんかんトッパ商品券

交付金として２,２２５万円を追加しております。１２款１項１目予備費から７万５,０００円

を減額しております。 

以上で報告を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

続きまして、「第５９号議案、専決処分の報告及び承認を求めることについて」ご説明を申

し上げます。令和５年度、南関町一般会計補正予算（第７号）について、地方自治法、第１７

９条第１項の規定によって、別紙のとおり専決処分しましたので、同条第３項の規定により

これを報告し、承認を求めるものでございます。 

次のページをお願いします。南関町専決第８号、令和５年度南関町一般会計補正予算につい

て、令和５年度南関町一般会計補正予算（第７号）を別紙のとおり調製することとする。令和

５年１１月２０日専決。内容につきましては、令和５年度南関町一般会計補正予算書（第７

号）でご説明いたします。予算書の１ページをお開きください。歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ３,１００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６３億６,６４７

万１,０００円とするものです。２ページをお開きください。２ページは歳入についての補正

額の一覧でございます。１９款繰入金は、１項基金繰入金に３,１００万円を追加して総額を

１億６,３０７万１,０００円とするものです。補正前の歳入合計６３億３,５４７万１,０００

円に３,１００万円を追加して、歳入合計を６３億６,６４７万１,０００円としております。３

ページは歳出についての補正額の一覧でございます。６款商工費は１項商工費に３,１１５万
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円を追加し、総額を２億６,０５６万５,０００円とし、１２款予備費は、１項予備費から１５

万円を減額し、総額を１,８１４万８,０００円としております。４ページから５ページまでは、

歳入歳出予算事項別明細書の総括表でございます。６ページをお開きください。６ページは

歳入についての説明でございます。１９款繰入金、１項基金繰入金１目１節財政調整基金繰

入金に３,１００万円を追加するものです。７ページをお開きください。７ページは歳出につ

いての説明でございます。６款１項商工費、２目商工振興費の１８節負担金補助及び交付金

に、なんかんトッパ商品券交付金として３,１１５万円を追加しております。１２款１項１目

予備費から１５万円を減額しております。 

以上で報告を終わります。ご審議の上ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

続きまして、「第６０号議案、南関町行政手続における押印の見直しに伴う関係条例の整備

に関する条例の制定について」提案理由及び内容の説明をいたします。提案理由は、押印の見

直しを全庁的に実施し、町民の負担軽減及び行政サービスの効果的かつ効率的な提供に資す

るためでございます。 

それでは内容を説明いたします。次のページをご覧ください。現状条例に申請書等の様式を

謳っている条例の数は第１条から第１０条までの１０本で、様式中に押印及び署名を求めて

いるものについて、委員を削るとともに文言の整備を行い、第２条については項ずれに伴う

条例改正を行うこととしております。附則としまして、この条例は令和６年４月１日から施

行することとしております。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

続きまして、「第６１号議案、南関町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定について」提案理由及び内容を説明いたします。提案理由は、地方自治法第２４条の

趣旨に添い、給与を適正なものにするためでございます。 

それでは内容を説明申し上げます。次のページをご覧ください。第１条として、南関町一般

職の職員の給与に関する条例（昭和４３年条例第１１号）の一部を次のように改正するもの

で、第１４条第２項中、これは一般職の令和５年１２月期期末手当になりますが、「１００分

の１２０」を「１００分の１２５」に改め、同条第３項中、これは再任用職員の令和５年１２

月期期末手当になりますが、「１００分の６７.５」を「１００分の７０」に改め、第１５条第

２項第１項１号中、これは一般職の令和５年１２月期の期末手当になりますが、「１００分の

１００」を「１００分の１０５」に改め、同項第２号中、これは再任用職員の令和５年１２月

勤勉手当になりますが、「１００分の４７.５」を「１００分の５０」に改め、別表第１、行政

職給料表（一）を次のように改めるものです。 

次に、第６１号議案の最後のページをご覧ください。第２条として、南関町一般職の職員の

給与に関する条例の一部を次のように改正するもので、第１４条第２項中、これは一般職の

令和６年度以降の期末手当になりますが、「１００分の１２５」を「１００分の１２２.５」に

改め、同条第３項中「１００分の１２５」を「１００分の１２２.５」に、再任用職員の令和

６年度以降の期末手当になりますが、「１００分の７０」を「１００分の６８.７５」に改め、

第１５条第２項第１号中、これは一般職の令和６年度以降の勤勉手当になりますが、「１００

分の１０５」を「１００分の１０２.５」に改め、同項第２号中、これは再任用職員の令和６
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年度以降の勤勉手当になりますが、「１００分の５０」を「１００分の４８.７５」に改めるも

のです。附則として１、この条例は公布の日から施行することとしております。ただし、第２

条の規定、これは一般職再任用職員の期末勤勉手当になりますが、令和６年４月１日から施

行することとし、２、第１条の規定による改正後の給与条例の規定は、別表第１、行政職給料

表（一）のとおり、令和５年４月１日から適用することとし、３、第１条の規定による改正後

の給与条例による改正後の給与条例の規定は、これは一般職再任用職員の期末勉勤手当にな

りますが、令和５年１２月１日から適用することとしております。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

続きまして、「第６２号議案、南関町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」提案理由及び内容の説明をい

たします。提案理由は、地方公務員法第２４条の趣旨に添い、給与を適正なものにするためで

ございます。 

それでは内容の説明を申し上げます。次のページをご覧ください。第１条として、南関町パ

ートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例（令和元年条例６

号）の一部を次のように改正するもので、第７条第１項第２号中、これは令和５年１２月期末

手当になりますが、「１００分の１２０」を「１００分の１２５」に改め、第２条として第７

条第第１項第２号中、これは令和６年度以降の期末手当になりますが、「１００分の１２５」

を「１００分の１２２.５」に改めるものです。附則として１、この条例は公布の日から施行

することとしております。ただし、第２条の規定は令和６年４月１日から施行することとし、

２、第１条の規定による改正後の南関町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及

び費用弁償に関する条例の規定は、令和５年１２月１日から適用することとしております。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

続きまして、「第６３号議案、南関町⾧等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条

例の制定について」提案理由及び内容を説明いたします。提案理由は、地方公務員法第２４条

の趣旨に添い、特別職の期末手当を適正なものにするためでございます。 

それでは内容を説明申し上げます。次のページをご覧ください。第１条として、南関町⾧等

の給与及び旅費に関する条例（昭和３１年条例第４号）の一部を次のように改正するもので、

第３条第２項ただし書中、これは令和５年１２月期期末手当になりますが、「１００分の１２

０」を「１００分の１２５」に、「１００分の１６５」を「１００分の１７５」に改め、第２

条として第３条第２項ただし書中、これは令和６年度以降の期末制定になりますが、「１００

分の１２５」を「１００分の１２２．５」に、「１００分の１７５」を「１００分の１７０」

に改めるものです。附則として１、この条例は公布の日から施行することとしております。た

だし、第２条の規定は令和６年４月１日から施行することとし、２、第１条の規定による改正

後の南関町⾧等の給与及び旅費に関する条例の規定は、令和５年１２月１日から適用するこ

ととしております。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 税務住民課⾧。 

〇税務住民課⾧（武田博君） 「第６４号議案、南関町国民健康保険税条例の一部を改正する条
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例の制定について」説明いたします。今回の改正につきましては、地方税法施行令の一部改正

に伴う改正及び保険税、保険料水準の統一に向けた賦課方式の変更により、税率等の改正が必

要なためでございます。 

それでは次のページをお願いします。始めに改正の概要につきまして説明を申し上げ、その

あと、改正条文について説明させていただきます。第１条では、南関町国民健康保険に加入す

る、出産被保険者の産前産後期間に関する減額についてとなります。条文では、第２３条第３

項で、減額分の所得割及び均等割に関する減額の算定方法及び減額の月数などを示しており

ます。次のページでは、条文第２４条の３で、届出に必要な書類及びその内容等について定め

ております。次に、ページ中段の第２条では、国民健康保険税の算定区分のうち、資産割額を

削除することに伴い、所得割、均等割、平等割の税率を改正し、保険税水準の統一に向けた賦

課方式の変更についてとなります。条文、第３条第１項及びそれ以降の条文につきましては、

課税区分の所得割、均等割、平等割の税率改正などについて明記しております。また、次のペ

ージの第２３条第１項では、国民健康保険税の軽減額等について示しております。なお、附則

では、施行期日と適用区分についてで、第１条の産前産後の減額規定が令和６年１月１日施

行。第２条の賦課方式の変更規定については、令和６年４月１日施行としております。 

以上で、南関町国民健康保険税条例の改正についての説明を終わります。ご審議の上、ご承

認賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 建設課⾧。 

〇建設課⾧（嶋永健一君） 「第６５号議案、南関町下水道事業の設置等に関する条例の一部を

改正する条例の制定につきまして」提案理由及び内容、改正内容のご説明を申し上げます。提

案理由は、総務省通達及び国土交通省通達により、浄化槽整備推進事業の地方公営企業法の適

用移行にあたり、条例を制定する必要があるためでございます。 

改正内容につきましては、次のページをお開きください。南関町下水道事業の設置等に関す

る条例の一部を改正する条例。南関町下水道事業の設置等に関する条例（令和２年条例第２

９号）の一部を次のように改正する。第１条中「以下「下水道事業」という。」、「特定環境保

全公共下水道事業、浄化槽整備推進事業をいう。」以下同じに改める。第３条第２項次のよう

に改める。南関町特定環境保全公共下水道の排水区域等は、下水道法（昭和３３年法律第７９

号）第４条第１項の規定による事業計画に定める区域とする。第３条に次の１項を加える。南

関町浄化槽整備推進事業の排水区域は、前項に規定する以外の区域とする。附則としまして、

この条例は令和６年４月１日から施行するものでございます。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

続きまして、「第６６号議案、南関町飲料水供給施設条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」提案理由及び改正内容のご説明を申し上げます。提案理由は、簡易水道事業区域の人口

が、計画給水人口の下限１００人を下回る状態が５年以上推移し今後も減少が進む見通しで

あり、計画給水人口１００人以下の小規模水道施設に該当することから、簡易水道事業から

飲料水供給施設への移行に当たり、条例の一部を改正する必要があるためでございます。 

改正内容につきましては次のページをお開きください。南関町飲料水供給施設条例の一部

を改正する条例。南関町飲料水供給施設条例（平成２７年条例第２１号）の一部を次のように
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改正する。第３条の表に、名称ルーラルヴィラ、給水区域ルーラルヴィラを追加するものでご

ざいます。附則としましてこの条例は令和６年４月１日から施行するものでございます。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

続きまして「第６７号議案、南関町浄化槽整備推進事業特別会計条例を廃止する条例の制定

について」提案理由及び内容の御説明を申し上げます。提案理由は、総務省通達及び国土交通

省通達により、浄化槽整備推進事業の地方公営企業法適用にあたり、現行の浄化槽整備推進

事業特別会計条例を廃止するものでございます。 

内容につきましては、次のページをお開きください。南関町浄化槽整備推進事業特別会計に

関する条例を廃止する条例。南関町浄化槽整備推進事業特別会計条例、平成１５年、条例第１

５号は廃止する。附則としましてこの条例は令和６年６月１日から施行するものでございま

す。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

続きまして、「第６８号議案、南関町簡易水道事業特別会計に関する条例を廃止する条例の

制定について」提案理由及び内容のご説明を申し上げます。提案理由は、簡易水道事業の飲料

水供給施設への移行に伴い、現行の簡易水道事業特別会計に関する条例を廃止する必要があ

るためでございます。 

内容につきましては、次のページをお開きください。 

南関町簡易水道事業特別会計に関する条例を廃止する条例。南関町簡易水道事業特別会計に

関する条例（平成７年条例第２２号）は廃止する。附則としましてこの条例は令和６年６月１

日から施行するものでございます。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

〇総務課⾧（坂田浩之君） 「第６９号議案、南関町令和５年度南関町一般会計補正予算（第８

号）について」ご説明を申し上げます。 

１ページをお願いします。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億２,８２７万６,００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６６億９,４７４万７,０００円とする

ものです。２ページをお開きください。歳入でございます。１３款分担金及び負担金は１項分

担金に１１３万円を追加して１３７万７,０００円とし、２項負担金に１万４,０００円を追加

して２,９１７万円とし、予算総額を３,０５４万７,０００円とするものです。１５款国庫支出

金は１項国庫負担金に３,４９３万７,０００円を追加して、６億２,０９４万５,０００円とし、

２項国庫補助金に５,３３０万９,０００円を追加して、３億７,７５６万３,０００円とし、予

算総額を１０億１５９万２,０００円とするものです。１６款県支出金は１項県補助金に１１

万４,０００円を追加して、２億８,４４４万５,０００円とし、２項県補助金に６,０８２万７,

０００円を追加して２億６,４５８万円とし、３項県委託金に７５７万７,０００円を追加して

２,５４３万２,０００円とし、予算総額を５億７,４４５万７,０００円とするものです。１９

款繰入金は１項基金繰入金に７,９１７万６,０００円を追加して、２億４,２２４万７,０００

円とするものです。２１款諸収入は４項雑入に１７９万２,０００円を追加して１,７３２万２,

０００円とし、予算総額を３,９０３万５,０００円とするものです。２２款１項町債は８,９４
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０万円を追加して５億１,７６９万円とするものです。歳入合計は補正前の６３億６,６４７万

１,０００円に補正額３億２,８２７万６,０００円を追加して、６６億９,４７４万７,０００円

とするものです。３ページをお願いします。歳出でございます。１款議会費は１項議会費に６

万６,０００円を追加して８,４０１万７,０００円とするものです。２款総務費は１項総務管

理費に２９０万４,０００円を追加して７億２,２７０万３,０００円とし、３項戸籍住民基本

台帳費に５２８万２,０００円を追加して５,４０７万８,０００円とし、４項選挙費に７６２

万８,０００円を追加して１,８９１万３,０００円とし、５項統計調査費に６万４,０００円を

追加して５２５万５,０００円とし、予算総額を９億２９万７,０００円とするものです。３款

民生費は１項社会福祉費に１,７８５万４,０００円を追加して１３億８,９１４万２,０００円

とし、２項児童福祉費から５２４万円を減額して５億１,５４４万円とし、予算総額を１９億

９５８万２,０００円とするものです。４款衛生費は１項保健衛生費から１,２３０万１,００

０円を減額して２億９,４０６万円とし、３項水道費に３万９,０００円を追加して５３８万９,

０００円とし予算総額を５億４,２５０万８,０００円とするものです。５項農林水産業費は１

項農業費に３,４９３万９,０００円を追加して２億９,１０４万円とし、２項林業費から６９

万９,０００円を減額して２,２３０万５,０００円とし、予算総額を３億１,３３４万５,０００

円とするものです。６款商工費は１項商工費に３４万２,０００円を追加して、２億６,０９０

万７,０００円とするものです。７款土木費は１項土木管理費に９万５,０００円を追加して７,

７９３万２,０００円とし、２項道路橋梁費に１億２,２３８万円を追加して４億６,７７９万

５,０００円とし、４項住宅費に２００万３,０００円を追加して、６,３４０万９,０００円と

し、予算総額を７億７,６７５万７,０００円とするものです。８款消防費は１項消防費に４１

万９,０００円を追加して、３億１,０６４万７,０００円とするものです。９款教育費は１項教

育総務費に２４万９,０００円を追加して７,８６３万６,０００円とし、４ページをお願いし

ます。２項小学校費に４９１万１,０００円を追加して１億５,７３０万４,０００円とし、３項

中学校費に２４２万５,０００円を追加して、４,９３４万４,０００円とし、４項社会教育費に

６５万８,０００円を追加して１億７００万８,０００円とし、５項保健体育費に３４万５,０

００円を追加して１億１,０２７万９,０００円とし、予算総額を５億２５７万１,０００円と

するものです。１０款災害復旧費は１項農林水産施設災害復旧費に７,７８８万１,０００円を

追加して、９,６９４万５,０００円とし、２項公共土木施設災害復旧費に６,６００万６,００

０円を追加して、２億１,１６７万６,０００円とし予算総額を３億８６２万１,０００円とす

るものです。１１款公債費は１項公債費に８２万１,０００円を追加して、７億６,８１４万２,

０００円とするものです。１２款予備費は１項予備費から７９万５,０００円を減額して、１,

７３５万３,０００円とするものです。歳出合計は補正前の６３億６,６４７万１,０００円に

補正額３億２,８２７万６,０００円を追加して、６６億９,４７４万７,０００円とするもので

す。 

５ページは、第２表は繰越明許費の設定でございます。繰越明許費として、２款総務費３項

戸籍住民基本台帳費の住民記録システム改修事業５０８万９,０００円。７款土木費２項道路

橋梁費の道路新設改良事業２億６,７８１万円、１０款災害復旧費１項農林水産施設災害復旧

費の農地等災害復旧費（令和５年災）７,６９７万７,０００円、２項公共土木施設災害復旧費
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の河川等災害復旧費（令和２年災）１億３,８９８万３,０００円、河川等災害復旧事業（令和

５年災）６,６００万６,０００円を設定しております。 

〇議⾧（立山秀喜君） 説明の途中ですけど、１０分間休憩いたします。 

―――――――〇――――――― 

休憩 午前 11 時 01 分 

再開 午前 11 時 11 分 

―――――――〇――――――― 

〇議⾧（立山秀喜君） 休憩前に続き会議を開きます。 

説明の途中でありましたので、これを続行します。総務課⾧。 

〇総務課⾧（坂田浩之君） 休憩前に引き続きご説明を申し上げます。 

６ページからの説明になります。６ページ、第３表は、債務負担行為の補正の追加でござい

ます。追加分については、道路維持工事の期間を令和６年度、限度額を１,８００万円とする

ものです。７ページ、第４表は地方債の補正の変更でございます。変更分については、補正後

の限度額を申し上げます。ほ場整備事業の限度額を４,４２０万円とし、道路橋梁整備事業の

限度額を１億１,８４０万円とし、災害復旧事業の限度額を７,５２０万円とするものです。８

ページと９ページは歳入歳出補正予算動物明細書の総括表でございます。１０ページをお開

きください。歳入の内訳でございます。主なものについてご説明いたします。上段の１３款分

担金及び負担金、１項分担金、２目災害復旧費分担金の１節農林水産施設災害復旧費分担金

として１０１万円を追加するものです。１５款国庫支出金、１項国庫負担金、３目災害復旧費

国庫負担金、１節公共土木施設災害復旧費国庫負担金に、現年災として４,４０２万５,０００

円を追加するものです。２項国庫補助金、１目１節総務費国庫補助金に、住民基本台帳システ

ム改修費補助金として５０８万９,０００円を追加するものです。１１ページになります。４

目土木費国庫補助金、１節道路橋梁費国庫補助金に社会資本整備総合交付金として６,２８４

万１,０００円を追加するものです。１６款県支出金、２項県補助金、４目農林水産業費県補

助金、１節農業費県補助金に地域集積協力金として３８９万５,０００円を追加し、９目災害

復旧費県補助金、１節農林水産施設災害復旧費県補助金に、現年災として６,１５８万円を追

加するものです。１２ページになります。３項県委託金、１目総務費県委託金、５節選挙費県

委託金に熊本県知事選挙県委託金として７５７万７,０００円を追加するものです。１９款繰

入金、１項基金繰入金は１目１節財政調整基金繰入金に４,７００万円を追加し、９目１節地

域振興対策基金繰入金に３,２１７万６,０００円を追加するものです。２２款１項町債、１目

農林水産業債、２節農業債に、ほ場整備事業債として３,０１０万円を追加し、３目１節道路

橋梁債に道路橋梁整備事業債として２,３６０万円を追加し、７目災害復旧費、１節農業農林

水産施設災害復旧債に１,３８０万円を追加し、２節公共土木施設災害復旧債に２,１９０万円

を追加するものです。１３ページからは歳出の内訳でございます。それぞれの１節報酬、２節

給料、３節職員手当等、４節共済費の人件費関係は主に人事院勧告に伴う給与改定などでご

ざいます。それ以外の主なものについてご説明をいたします。１４ページ中段になります。２

款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費の１２節委託料に、住民記録シ

ステム改修委託料として５０８万９,０００円を追加しております。１５ページ中段になりま
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す。２款総務費、４項選挙費、６目熊本県知事選挙費、１２節委託料にポスター掲示場所設置

業務委託料として１３３万円を追加しております。１６ページ上段になります。３款民生費、

１項社会福祉費、２目老人福祉費、１９節扶助費に老人ホーム措置費として７７５万５,００

０円を追加し、１５目後期高齢者医療費、１８節負担金補助及び交付金に療養給付費負担金

として７６８万７,０００円を追加しております。１７ページ中段になります。４款衛生費、

１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、１９節扶助費に子ども医療費扶助費として３８１万

２,０００円を追加しております。１８ページ下段になります。５款農林水産業費、１項農業

費、４目農地費、１８節負担金補助及び交付金に、県営土地改良事業費負担金として３,０１

７万５,０００円を追加し、２０目人農地問題解決推進事業費、１８節負担金補助及び交付金

に地域集積協力金として３８９万５,０００円を追加しております。１９ページ下段になりま

す。７款土木費、２項道路橋梁費、２目道路維持費、１４節工事請負費に維持工事として５０

０万円を追加し、３目道路新設改良費、１２節委託料に測量設計委託料として１,４１１万４,

０００円を追加し、１４節工事請負費に改良舗装工事として１億４２１万５,０００円を追加

しております。２１ページ上段になります。９款教育費、２項小学校費、２目教育振興費、１

８節負担金、補助及び交付金に学校給食費物価高騰対策支援金として、３４３万１,０００円

を追加し、３項中学校費、２目教育振興費、１８節負担金、補助及び交付金に学校給食費物価

高騰対策支援金として、１７２万８,０００円を追加しております。２２ページ中段になりま

す。１０款災害復旧費、１項農林水産施設災害復旧費、１目農地等災害復旧費、１４節工事請

負費に、令和５年災の災害復旧費として７,６９７万７,０００円を追加し、２項公共土木施設

災害復旧費、１目河川等災害復旧費、１４節工事請負費に令和５年災の災害復旧費として６,

６００万６,０００円を追加しております。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 福祉課⾧。 

〇福祉課⾧（田代由紀君） 「第７０号議案、令和５年度南関町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）について」ご説明申し上げます。 

１ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９６万３,０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億３,７４９万７,０００円とするも

のでございます。２ページをお願いいたします。歳入についての補正額一覧でございます。５

款県支出金は１項県負担金補助金に１９６万３,０００円を追加し、１０億９,３３３万３,０

００円とするものでございます。歳入合計は補正前の１４億３,５５３万４,０００円に補正額

１９６万３,０００円を追加し、１４億３,７４９万７,０００円とするものでございます。３ペ

ージをお願いいたします。歳出についての補正額一覧でございます。１款総務費は１項総務

管理費に１７８万２,０００円を追加し７５５万８,０００円とし、総額を７７２万１,０００

円とするものでございます。５款保健事業費は２項保健事業費に１８万１,０００円を追加し、

１３３万１,３３９万４,０００円とし、総額を２,２８２万４,０００円とするものでございま

す。歳出合計は補正前の１４億３,５５３万４,０００円に補正額１９６万３,０００円を追加

し、１４億３,７４９万７,０００円とするものでございます。４ページと５ページは歳入歳出

補正予算事項別明細書の総括表でございます。６ページをお願いいたします。歳入の内容説
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明でございます。５款県支出金、１項県負担金補助金、１目保険給付費交付金、２節の特別交

付金に１９６万３,０００円の追加は、保険者努力支援分に１８万１,０００円、特別調整交付

金に１７８万２,０００円を追加するものでございます。７ページをお願いいたします。歳出

の内容説明でございます。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、１２節委託料に１

７８万２,０００円の追加は、電算システム改修委託料でございます。５款保健事業費２項１

目保健衛生普及費、１節報酬に１８万１,０００円の追加は、会計年度任用職員の報酬改定分

の増額でございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 建設課⾧。 

〇建設課⾧（嶋永健一君） 「第７１号議案、令和５年度南関町簡易水道事業特別会計補正予算

（第２号）について」ご説明申し上げます。 

１ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３万９,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５３９万円とするものでございます。２ペ

ージをお開きください。歳入でございます。５款繰入金は１項一般会計繰入金に３万９,００

０円を追加し３７８万８,０００円とし、歳入合計を５３９万円とするものでございます。３

ページは歳出でございます。１款総務費は１項総務管理費に３万９,０００円を追加し３３６

万８,０００円とし、歳出合計を５３９万円とするものでございます。４ページと５ページは

歳入歳出補正予算事項別明細書でございます。６ページをお願いいたします。歳入について

の説明でございます。５款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金に３万９,００

０円を追加し、３７８万８,０００円とするものでございます。７ページは歳出でございます。

１款総務費１項総務管理費、１目一般管理費に３万９,０００円を追加し、３３６万８,０００

円とするものでございます。これは職員の給与改正に伴い、人件費等を追加するものでござ

います。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 健康推進課⾧。 

〇健康推進課⾧（寺本由紀子君） 「第７２号議案、令和５年度南関町介護保険事業特別会計補

正予算（第２号）について」ご説明申し上げます。 

１ページをお願いいたします。歳出、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１４９万

５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億６,２４５万とするもの

でございます。２ページをお願いいたします。歳入についての補正額一覧でございます。３款

国庫支出金は、２項国庫補助金５８万７,０００円を追加し、３億８,３９５万６,０００円とす

るものでございます。４款支出金交付金は、１項支出基金交付金に７,０００円を追加し、３

億６,９９３万３,０００円とするものでございます。５款県支出金は３項県補助金に２万９,

０００円を追加し、１億９,８７６万２,０００円とするものでございます。７款繰入金は１項

一般会計繰入金に８７万２,０００円を追加し、２億２,４３２万１,０００円とするものでご

ざいます。歳入合計は補正前の１４億６,０９５万５,０００円に補正額１４９万５,０００円

を追加し、１４億６,２４５万とするものでございます。 
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３ページをお願いいたします。歳出についての補正額一覧でございます。１款総務費は１項

総務管理費に１０５万６,０００円を追加し２２３万とし、３項介護認定審査会費に３１万６,

０００円を追加し１,８０９万５,０００円とし、合計を２,０７６万７,０００円とするもので

ございます。４款地域支援事業費は、１項介護予防生活支援サービス費に２万５,０００円を

追加し２,５４２万とし、３項包括的支援事業費任意事業費に２万６,０００円を追加し１,１

７８万９,０００円とし、４項居宅介護支援事業費に１１万３,０００円を追加し１,０３０万

６,０００円とし、合計を６,９２６万９,０００円とするものでございます。６款諸支出金は１

項償還金及び還付加算金に１５万１,０００円を追加し、１,６０２万７,０００円とするもの

でございます。８款予備費は１項予備費に１９万２,０００円減額し、３,３４１万９,０００円

とするものでございます。歳出の合計は補正前の１４億６,０９５万５,０００円に補正額１４

９万５,０００円を増額し、１４億６,２４５万円とするものでございます。４ページは歳入歳

出補正予算事項別明細書の総括表でございます。 

６ページ、７ページが歳入の内容説明でございます。主なものを説明いたします。６ページ

をお願いいたします。３款国庫支出金、２項国庫補助金、１目１節システム改修補助金に５２

万８,０００円を追加するものでございます。７ページをお願いいたします。７款繰越金、１

項一般会計繰越金、５目１節一般会計繰越金に８４万４,０００円を追加するものです。８ペ

ージ９ページが歳出の内容説明でございます。主なものを説明いたします。８ページをお願

いいたします。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、１２節委託料に、１０５万６,

０００円の追加は、令和６年度介護保険制度改善に伴う電算システム改修委託料分でござい

ます。同じく１款総務費、１、３項介護認定審査会費、２目認定調査等費、１節報酬費に２１

万３,０００円の追加は、会計年度職員給与改定に伴うものでございます。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 町⾧。 

〇町⾧（佐藤安彦君） 「第７３号議案、南関町教育委員会委員の任命につき同意を求めること

について」提案説明をさせていただきます。 

南関町教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。また、委員の任期は

４年でございます。 

住所、南関町大字関下１３９３番地５。氏名、伊藤洋治。生年月日、昭和２７年５月２８日

生まれ、７１歳でございます。この度、現教育委員会委員の伊藤洋治氏の任期が令和５年１２

月２４日までとなっておりますので、再度南関町教育委員会委員に任命したいので提案する

ものでございます。 

伊藤氏は、昭和５０年３月に早稲田大学社会科学部を卒業され同年株式会社寿屋に入社さ

れております。その後、昭和５４年４月より福岡市立内野小学校を初任に、三池小学校、大牟

田小学校の教諭として勤務され、平成８年４月より大牟田市立高取小学校の教頭として勤務

された後、平成１７年４月からは校⾧として、柳川市立中島小学校、豊原小学校を経て、平成

２１年４月、大牟田市立呉服小学校を最後に平成２４年３月に定年退職をされております。

定年後、平成２７年１２月２５日より南関町教育委員会委員に就任され、現在は２期目でご
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ざいます。また、平成３０年４月１日からは、教育⾧職務代理者としてご尽力いただいており

ます。その人柄は温厚誠実で学識経験も豊富であり、当町教育委員会委員として適任である

と思われますので、ご提案申し上げるものでございます。何とぞ、ご承認賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

続きまして、「諮問第１号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」説明を

させていただきます。人権擁護委員に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。 

住所、南関町大字関村１２２４番地１。氏名、竹元真貴。生年月日、昭和４８年６月１０日

生まれでございます。人権擁護委員法第６条の規定により、人権擁護委員は法務大臣が委嘱

するもので、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格、識見が高く、広く社会

の実情に通じ、人権擁護について理解のある人の中から、その市町村の議会の意見を聞いて

法務大臣に対し、人権擁護委員の候補者を市町村は推薦することになっております。任期は

３年でございます。現在の人権擁護委員の任期が令和６年３月３１日をもって満了となりま

すので、新たに竹元氏を委員に推薦したく、議会の同意をお願い申し上げるものでございま

す。任期は令和６年４月１日からでありますが、議会の同意を得て推薦し、その後法務大臣か

ら委嘱されるまで数か月の期間が必要となりますので、今議会で提案するものでございます。 

竹元氏は、平成３年３月、熊本県立鹿本商工高等学校、平成５年３月に熊本市医師会看護専

門学校を卒業されており、専門学校在学中から、熊本敬愛病院に准看護師として勤務し、結婚

後は子ども３人の子育てをしつつ、パートの仕事も行っておられました。現在は、准看護師と

して、株式会社熊本健康支援研究所に勤務し、健康づくりや介護予防支援の実践を通して、地

域住民のクオリティオブライフの向上に寄与する仕事をされています。また、平成２７年１

１月からは、法務大臣から保護司を委嘱されており、現在５期目でございまして、社会奉仕の

精神を持ち、犯罪の予防のための世論の啓発を図り、個人及び公共の福祉に寄与し、その使命

を果たしておられます。このように、竹元氏の人柄は温厚誠実、人格識見ともすぐれ、広く社

会の実情にも通じ、人権擁護についても非常に理解があり、人権擁護委員に最適な方ですの

で、人権擁護委員として推薦したく、同意をお願い申し上げる次第でございます。よろしくお

願いいたします。 

次に、「諮問第２号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」説明をさせて

いただきます。人権擁護委員に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規

定により、議会の意見を求めるものでございます。 

住所、南関町大字四ツ原８５６番地。氏名、大木義隆。生年月日、昭和３４年６月２７日生

まれでございます。人権擁護委員法第６条の規定により、人権擁護委員は法務大臣が委嘱す

るもので、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見が高く、広く社会の実

情に通じ、人権擁護について理解のある人の中から、その市町村の議会の意見を聞いて法務

大臣に対し、人権擁護委員の候補者を市町村は推薦することになっております。任期は３年

でございます。現在の人権擁護委員の任期が、令和６年３月３１日をもって満了となります

ので、新たに大木氏を委員に推薦したく、議会の同意をお願い申し上げるものでございます。

任期は令和６年４月１日からでありますが、議会の同意を得て推薦し、その後法務大臣から



20 

 

委嘱されるまで数か月程度の期間が必要となりますので、今議会で提案するものでございま

す。 

大木氏は、昭和５３年３月熊本県立玉名高等学校卒業後、昭和５７年３月に北九州市立大学

を卒業、昭和５８年５月に南関町職員として採用されております。税務課、企画振興課、農林

課、総務課などを経て、平成２４年１月に建設課⾧、その後、まちづくり課⾧、総務課⾧を歴

任し、町の業務には広範囲で関わられました。また、令和元年１０月から令和５年１０月まで

は、南関町副町⾧として４年間を全うし、惜しまれつつも退任されたばかりであります。大木

氏の人柄につきましては、温厚誠実で、人格、識見ともすぐれ、広く社会の実情にも通じ、人

権擁護についても非常に理解があり、人権擁護委員に最適な方ですので、人権擁護委員とし

て推薦したく、同意を賜りますようお願い申し上げ、提案の説明とさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 議会運営委員会委員⾧、中村正雄君。 

〇６番議員（中村正雄君） 委員会提出議案第４号を説明いたします。 

令和５年１２月５日提出、南関町議会議⾧、立山秀喜様。 

提出者、議会運営委員会委員⾧、中村正雄。 

南関町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て。上記の議案を別紙のとおり、南関町議会会議規則第１４号第３項の規定により提出しま

す。提出議提出理由は、人事院勧告の趣旨に沿い、特別職の期末手当を改正するためでござい

ます。 

次のページをお願いします。変更内容について説明させていただきます。南関町議会議員の

議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、第１条、南関町議会議員の議員報

酬、費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。第４条第２項ただし書中「１００

分の１２０」を「１００分の１２５」に、「１００分の１６５」を「１００分の１７５」に改

める。第２条、南関町議会議員の議員報酬、費用弁償に関する条例の一部を次のように改正す

る。第４条、第２項ただし書中「１００分の１２５」を「１００分の１２２.５」に、「１００

分の１７５」を「１００分の１７０」に改める。附則１、この条例は公布日の公布日から施行

する。ただし、第２条の規定は令和６年４月１日から施行する。２、第１条の規定により、改

正後の南関町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は令和５年１２月１日か

ら適用する。３、第１条の規定による改正後の報酬条例の規定を適用する場合には、同条の規

定による改正前の報酬条例の規定に基づき支給された期末手当はそれぞれ改正後の報酬条例

の規定による期末手当の内払いとみなす。 

以上で、提案理由の説明を終了します。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 日程第２４、一般質問を行います。 

発言の通告があっていますので、順次発言を許します。 

３番議員の質問を許します。３番議員。 

〇３番議員（矢野修一君） 皆様、おはようございます。３番議員、矢野でございます。 

早速、一般質問いたします。今回は２点です。 

まず、質問事項、農業振興の現状と課題についてでございます。南関町の農業は、水稲栽培、
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各ハウス栽培、野菜栽培、果樹栽培等が行われています。玉名地区の他市町村を見てみます

と、横島のイチゴ、ミニトマト、玉名市のトマト、天水の柑橘、荒尾の梨など、中心になる作

物がございます。しかしながら、南関町においては、中心になる作物が、どうも見当たらない

のが現状だと思っております。そこで、南関町の農業を今後発展させるためには、どのような

対策をし、どう実行したら発展していくのかお尋ね申し上げます。 

続きまして鳥獣被害対策でございます。前回の定例会で西田議員より、質問がございました

が、再確認や町民農業者からの声もありましたので、後追いになりますが、質問いたします。

南関町は、周囲が山林に囲まれ、中山間地域に属しており、鳥獣被害、昼夜問わず生活圏まで

移動。ずっとない餌を求め、侵入、出没している。特に、イノシシが農業経営に多大な影響を

及ぼしています。捕獲頭数を見ると、前年よりは多く捕獲されておりますが、野生ではそれ以

上、かなり増えていると感じております。被害状況や対策は、近年、個体数の増加の中、どの

ようにやっているのか、お尋ねいたします。 

なお、その後の質問は自席に行います。 

〇議⾧（立山秀喜君） ３番議員の質問に対する答弁を求めます。町⾧。 

〇町⾧（佐藤安彦君） ３番矢野 修一議員の「農業振興の現状と課題について」「南関町の農業

は水稲栽培・各ハウス栽培、露地の野菜栽培、果樹栽培等などが行われている。そこで南関町

の農業を今後発展させるためには、どのような対策をし、どう実行したら発展していくか尋ね

る。」の質問にお答えいたします。 

南関町の基幹産業である農業については、これまでにも各議員より同様のご質問が幾度と

なくあっているところです。今回の矢野議員ご質問の「南関町の農業を今後発展させるため

には、どのような対策をし、どう実行したら発展していくか」の問題についても、新型コロナ

ウイルス感染症並びにウクライナ情勢等の影響により農業生産者にとっては非常に厳しい状

況下にあるものと考えます。本町農業の現状から申しますと、小山系に囲まれた自然豊かな

環境にあり、稲作を主体とした農業が中心で、タケノコ・ナス・トマト等の各種野菜栽培、栗・

ミカン等の果樹栽培、バラ・サカキ等の花き栽培、肉用牛等の畜産など、多種多様な農産物生

産が営まれ、また、一部の農業生産者においては施設園芸を導入した複合型の農業が行われ

ています。農業を取り巻く現状としましては、全国的に農業就業者が高齢化等によりリタイ

ヤし農地などの経営資源や農業技術が適切に継承されず、農業の生産基盤が一層ぜい弱化す

ることが危惧され、特に高齢化が進む中山間地域では農村人口の減少も著しく、農業生産の

みならず地域コミュニティの維持が困難となっている状況です。本町においても同じような

状況下にある中で、現在推進しております農地の基盤整備事業を軸として、各地域の抱えて

おられる農業問題を地域ぐるみで協議いただき、国・県の事業を活用し各地域にあった事業

をしっかりと継続的に推進し、早期実施に向けて協議を重ねて参ります。 

また、今後の農業の振興におきましては、農地の基盤整備計画が進む地域では基盤整備と一

体となった担い手への農地の集積や、整備済の地域では地域営農組織の設立・育成など、生産

基盤の実情に応じた地域営農組織等担い手の確保・育成と農地集積による生産性の向上、柱

となる作物の導入による経営の安定化を図るため、関係各所と密に連携し継続的な支援を行

って参ります。 
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次に、「鳥獣被害対策について」「有害鳥獣被害が生活圏内にまで現れ始めており、特に猪が

農業経営に多大の影響を及ぼしている。被害状況や対策は近年、個体数の増加の中どのよう

になっているのか尋ねる。」にお答えいたします。先に行われた、令和５年第４回（９月）議

会定例会において、西田議員よりご質問がありお答えした内容と同様となりますが、令和４

年度の本町における、猪による被害状況は、農業共済農作物報告から、被害金額約５００万

円、被害面積は約５７０ａ、被害農作物は水稲となっております。また、町へ寄せられる捕獲

依頼状況では、本年度１１月末現在２４件で、イノシシが１７件と最も多くアナグマ・タヌキ

の順となっており、被害状況として水稲・タケノコ・野菜等の農林産物及び民家への出没等が

あげられます。イノシシの捕獲状況としては、平成２９年度に２９８頭、令和２年度では６０

６頭、令和４年度には８１４頭と、６年間で２．７３倍となっております。 

なお、本年度の１１月末現在では、５３２頭で昨年同月末の１．０６倍となっており捕獲頭

数は毎年増加傾向にあります。被害の現状としましては、中山間地域を中心に深刻化してい

る状況で、被害は農作物だけでなく、農地の掘り返しや水路法面の損壊による水路の閉塞な

ど、農地・農業用施設へも被害がおよび、営農意欲の減退、耕作放棄・離農の増加につながり、

農村部に暮らす人々の生活へ深刻な影響を及ぼしています。現在行っている鳥獣対策として

は、1 点目に、捕獲による個体数の削減で、南関町有害鳥獣捕獲隊による捕獲業務、捕獲隊へ

の捕獲器補充、捕獲従事者を確保するための狩猟免許の取得費補助。２点目は、侵入防止対策

で、農作物を守る活動支援として、電気柵やメッシュ柵などの防護柵を設置される際の取得

費補助、国・県の補助事業を活用した防護柵設置を推進するとともに、職員での爆竹等による

追い払い等を実施しております。３点目は、生息環境の管理で、緩衝帯の整備、放任果樹の伐

採や地域ぐるみで行う「熊本県餌付けストップ対策」を活用した正しい知識、効果的な対策の

普及啓発活動等に取り組んでいるところです。今後の対策としましては、農家の皆様が大切

に育てられた農作物・農業用施設等を守るために、今申しました被害対策３点の総合的な取

組みを引き続き実施し、地域ぐるみでいかに取り組めるかを集落の皆様方と協議していかな

ければならないと考えております。 

以上、お答えしまして、この後の質問については、自席からお答えさせていただきます。ま

た、詳細につきましては、担当課⾧がお答えします。 

〇議⾧（立山秀喜君） ３番議員。 

〇３番議員（矢野修一君） 南関町は年間を通じて、もういろんな多種多様な作物がもう昔か

ら、中山間地へあるわけでございます。しかしながら町の特産品というのが、そのメインの作

物は何でしょうか。お尋ねします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 経済課⾧。 

〇経済課⾧（田口 明君） 今、議員がおっしゃられたように南関町いろいろな作物が獲れてる

と思います。やはり一番多いのは水稲、今後は基盤整備あたりを中心としてで、水稲栽培、ブ

ランド化といいますか、そういった方向に持っていくべきではないかと考えております。 

〇議⾧（立山秀喜君） ３番議員。 

〇３番議員（矢野修一君） 農産物を特定の地区というか、４校区ございますが、それぞれ一番

は、賢木地区、第二小学校区が、農業が盛んな地域だと思っております。それぞれ特性はあり
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ますけど、中で組織を作っていただきながら、地域の特性や需要に合わせた計画を立てること

が重要だと思っておりますが、今後、新たな取組があればお尋ねいたします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 経済課⾧。 

〇経済課⾧（田口 明君） 今組織の話があったかと思いますけども、組織においては、以前か

らあります細永北集落営農組合、それと、今基盤整備を進めている、上⾧田、日明、今、⾧山

東、久重南、と順次、集落営農組織を今立ち上げていただいているところです。基盤整備が終

わって、外目地区においても、今回、集積集約を機に集落営農組織の立ち上げをお願いしてい

るところでございます。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） ３番議員。 

〇３番議員（矢野修一君） 一応、課⾧のほうが、そういう組織づくりでやっていけば、中でも

需要がまた高まるし、農業に対する意欲が、担い手なりその組織によっての団結力が高まって

収益も上がっていくと思いますので、今後、そういうふうな大規模な法人化じゃなくしでも、

もう３人でも４人でもいいですので、そういうのを支援していただければと思っております

ので、よろしくお願い申し上げます。 

あと現在、農業者の平均年齢といいますと、これはもう全国で、全国的に平均年齢がもう６

８歳ということでございます。その中で、日本全体の米の作付を目指すと４割が中山間地が

占めております。これまで地域農業をさせてきた農業者の高齢化と、離農による地域農業生

産基盤で、脆弱化が懸念されます。そこで５年先１０年先を見据えた、次世代対策が必要とな

ります。農業支援対策に対しての考えを、お尋ねいたします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 質問の途中ですが、昼食のため休憩します。 

―――――――〇――――――― 

休憩 午後０時 00 分 

再開 午後 1 時 00 分 

―――――――〇――――――― 

〇議⾧（立山秀喜君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

一般質問の途中でありましたのでこれを続行します。経済課⾧。 

〇経済課⾧（田口 明君） 一般質問の内容ですけども、５年後、１０年後の地域の農業、どう

いう対策をやっていくのかというご質問なんですけども、国が令和６年度中に作成をするよ

うになっております、地域計画というのがあります。それによっては、今後５年後１０年後、

地域の農業をどのように維持発展させていくのかというのを地域ぐるみで話し合って、目標

値の設定をするようになってます。これにおきましては、やはり町もですけども、ＪＡ、農業

委員会、関係機関としっかり話をしながら、今後の地域の農業のことについて、取決めをして

いきたいと考えております。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） ３番議員。 

〇３番議員（矢野修一君） ただいま課⾧が答弁されたように、このような計画を持って、今後

農業の活性化のほうですね、ぜひお願いしたいと思います。あと、今農業支援策について、町

が提供しております農業支援プランプログラムや補助金については、詳細な説明を求めます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 経済課⾧。 
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〇経済課⾧（田口 明君） はい。農業支援策ということで、やはりここ３年間のコロナ禍の中

でも農業関係におきましては、しっかりとした支援対策を行って来たところであります。今後

は、やはりしっかりとした地域の担い手さん、営農組織等を重点的に支援していく方向で、し

っかりとした考え方を持って対応していきたいと考えております。また、お米のブランド化と

いうことなんですけども、九州のお米食味コンクールっていうことで今、菊池市、福岡県の宮

若市、熊本県の多良木町、２市１町で協議会を策定されております。これに認定農業者連絡協

議会を通じて、しっかりとした米のコンクールにまず、出場をしていただき、自分たちが今ど

ういったお米づくりに接せられるかというのを、ご本人さん方がしっかりと分かった上で米

のブランド化につなげていければと考えております。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） ３番議員。 

〇３番議員（矢野修一君） 米のブランド化ということで、期待しております。 

最後にあと１点、農業振興の現状と課題ということで、今後中山間地域ですね。多種多様な

作物がとれる場合、いろんな手順を考慮してメインの作物を選ぶことができるわけでござい

ますので、地域の特性を深く理解する。町の知名度、活性化につながりアピールすることが必

要だと思いますので、それを目的にやる必要があると、今後も思いますので、よろしくお願い

申し上げます。 

次の質問に入ります。鳥獣被害対策でございます。玉名地域、広域２市４町の鳥獣被害対策

への補助金の内訳は分かれば、現状を尋ねます。よろしくお願いします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 経済課⾧。 

〇経済課⾧（田口 明君） はい、近隣市町村の鳥獣被害に対する補助金という形なんですけど

も、今、玉名圏域定住自立圏の中でも部会としてしっかりとした話合い、また有明圏域の自立

圏の中でも話合いを行っております。近隣市町村に比べれば、やはり本町は鳥獣被害対策にお

いては、しっかりと支援ができているものと考えております。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） ３番議員。 

〇３番議員（矢野修一君） 今年、よく聞くのが、家のすぐそばでイノシシが来ている。去年ま

では来なかったのに、とよく話を聞くことがあります。ということは、早いペースで増加して

いて生育は拡大傾向にあり、住宅付近まで出没している、いつ人に被害が出てもおかしくない

状況だと思っております。この前に、被害を未然に防ぐ取組と対策について伺います。講習会

の開催とか、広報誌に掲載とかされればとは思っておりますが、どうでしょうか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 経済課⾧。 

〇経済課⾧（田口 明君） はい。やはり今矢野議員おっしゃったように、人的被害っていうの

も国内では何件か発生している状況です。令和４年度では、日本各地で６１件のイノシシによ

る人的、対物的事故が発生しております。そのうち、九州では８件、熊本ではございませんで

したけども、事例としては罠にかかったイノシシを確認中に罠が切れて、襲いかかって死亡さ

れたという事案も発生しております。福岡県内では、町中にイノシシが出没したという事例も

何件か出ているところです。対策といたしましては、やはり今おっしゃったように地域ぐるみ

でのイノシシ対策ということで、町⾧の答弁のほうにもありましたけども、熊本県の餌付けス

トップの推奨ということで広報等にも、何度か記載をしておりますけども、今後もしっかりと
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した啓発活動を行っていきたいと考えております。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） ３番議員。 

〇３番議員（矢野修一君） 今南関郷猟友会の会員数、捕獲隊の人数、また直近３年間ぐらいの

捕獲者の捕獲頭数あたりはどれぐらいか。上位順位が分かればお尋ねします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 経済課⾧。 

〇経済課⾧（田口 明君） まず、熊本県の猟友会の１０月末現在の人数から申し上げますと、

令和４年度で３,０８４名。南関町においては、４０名の方が今活動をされているところです。

会員の皆様、基本的に免許状が必要になると思います。第一種、これは火薬銃ですけども、火

薬中で南関町で１２名、罠で３８名、延べ人数で５０名の方がいろいろな方法で捕獲活動をさ

れているところです。捕獲頭数の推移なんですけども、やはり年々、捕獲頭数は増加している

傾向にあります。令和４年度で申し上げますと、お１人の隊員の方は１６０頭以上、２番目に

１５０頭以上、３番目以降の方々で９００頭程度の捕獲を行われているところです。以上で

す。 

〇議⾧（立山秀喜君） ３番議員。 

〇３番議員（矢野修一君） 捕獲機材の導入とか、鳥獣を捕獲する新たな捕獲隊員の人員確保等

育成について。また、捕獲鳥獣の処理方法について、課題を尋ねます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 経済課⾧。 

〇経済課⾧（田口 明君） まず、捕獲の処理方法ですかね、今現在はやはり埋却というのが一

般的でございます。以前から各議員さん、イノシシの処理については、いろいろご質問等あっ

ておりますけども、ジビエっていうのもございますけども、基本的にそのジビエにできるよう

な施設というのもあります。やはり処理方法については、今後ずっと検討していきながら、近

隣市町村とも協議をしながら、明確な答えを出していかなければいけないと考えております。

以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） ３番議員。 

〇３番議員（矢野修一君） 将来どういうふうなイノシシの生息域あたりですね。拡大から減少

の傾向になればいいんですけど、これがまだまだ増えていくということが、今後特に農業者の

高齢化で、町中あたりに出没する場合が、もう増えてくると想定した場合、将来的には地域に

おける被害対策の実施に際し、助言できる専門職あたりを、アドバイザーとして登録する制度

等を設けるような、将来的な考えはあるのか、お尋ねします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 経済課⾧。 

〇経済課⾧（田口 明君） はい、基本的にアドバイザー的役割ということでありますけども、

町の職員担当職員は、やはり県の餌付けストップの講習会等受講しながらしっかりとした知

識を持っておりますので、地域でいろいろな問題があるときにはご相談いただいて、うちのほ

うで分からない部分があれば、県のほうあたりも打合せをしながら、アドバイスのほうを行っ

ていきたいと思います。 

すみません。従事者の確保ということで、先ほどご質問があったと思うんですけども。今、

町の猟友会の方々の平均年齢を言いますと、６０歳以上の方が４０名中２９名で、７２.５％

です。７０歳以上の方が２１名で５２.５％です。もう基本的に狩猟者の方々の高齢化が今、
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本当進んでいる状態です。南関町で一番高齢なのが、９１歳の方が今、しっかりとした狩猟者

として、実績を残されている状態になっております。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） ３番議員。 

〇３番議員（矢野修一君） もう最後になりますが、イノシシの被害を減らしていく、安心して

生活できるよう、私自身も免許を一つ取得したいと思っております。ほかの議員も、何人か取

得するようにお聞きしております。捕獲隊の構成員を増やしていく、有害鳥獣対策が必要だと

思っております。 

これで私の一般質問は終わりにします。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） 以上で、３番議員の一般質問は終了しました。 

続いて、８番議員の質問を許します。８番議員。 

〇８番議員（井下忠俊君） こんにちは。８番議員の井下です。 

今回は、猫対策についての第２弾という形で質問させてもらいます。実は１年前に同じよう

な形で質問させていただきました。いくつかの角度から、猫対策について質問したわけです

けれども、その後町民の皆様からの反響が非常に大きく、多くの声をかけていただき、猫に対

してこんなにも困っておられる方が多いのかと、改めて思いました。有害鳥獣や、今問題にな

っている熊などのように、大きく報道されたりはしませんが、当事者の方たちにとっては本

当に切実なものは、あると感じさせられました。またその反面に、本当に家族として生活され

る方も多くおられるのも事実です。猫に対する様々な問題の中、猫との共生が大事になって

くると思いますが、今時点ではまだまだ遠いように思います。そこで前回の質問から１年が

過ぎた今、南関町ではどのような対策がとられ、どう変化してきたのか、また今後について尋

ねたいと思います。 

まず一つ目に、これまで町が行ってきた対策について。そして二つ目に、前回の答弁で話さ

れた、さくら猫基金に関して、その登録された時期、また金額について。三つ目に、年間避妊

手術を受けている猫の数、またそこに関わる金額について。最後に、今後の活動計画につい

て、尋ねます。 

あとは自席にて続けさせていただきますので、明快な答弁をお願いいたします。 

〇議⾧（立山秀喜君） ８番議員の質問に対する答弁を求めます。町⾧。 

〇町⾧（佐藤安彦君） ８番井下忠俊議員の「猫対策、その後と現状、今後について」の質問に

お答えいたします。 

猫問題につきましては、令和４年９月議会定例会におきまして井下議員から一般質問があ

り、その時にお答えした内容と重なった部分がございますがご理解ください。猫につきまし

ては、狂犬病予防法のように特化した法律がなく、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基

づき取り扱いを行っております。この法律の目的は、すべての人が、動物は命あるものである

ことを認識し、みだりに動物を虐待することがないようにすること、人間と動物が共に生き

ていける社会を目指し、動物の習性を知ったうえで適正に取り扱うようにすることを定めて

います。つまり、法では「飼い主は、その動物の習性に応じて適正に飼育し、他人の身体もし

くは財産に害を与え、又は迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない」との趣旨

に則り、飼い主の飼養に対する意識と行動が最も重要なことではないでしょうか。また、熊本
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県では、「人と動物が共生するくまもと」の実現を目指すため、熊本県動物愛護推進計画を策

定し、猫相談にも対応しているところです。 

  まず、１「これまで町が行ってきた対策について尋ねる。」にお答えします。町では、望ま

ない猫や野良猫を増やさないことが重要だと考え、令和３年１２月に公益財団法人どうぶつ

基金が運営する「さくら猫無料不妊手術事業」に登録しました。これは、飼い主のいない猫に

対し不妊手術を施し、野良猫繁殖防止対策として取り組んでいるものです。また、一時保護す

る際の捕獲機の貸し出し及び輸送時における糞尿対策として、ペットシートを配布しており

ます。そのほかにも、熊本県や獣医師会と連携し、猫が嫌がる周波数を発信する超音波装置の

貸し出しを行っており、広報なんかんでは、犬・猫の飼い方等に関する情報などを随時掲載

し、町民の皆さんにも周知しております。 

  次に、２「さくら猫基金に登録された時期、又金額について尋ねる。」にお答えします。 

先ほども申しましたが、令和３年１２月に公益財団法人動物基金の「さくら猫無料不妊手術

チケット事業」に熊本県内自治体として最初に登録し、現在、県内８自治体が登録をされてい

るところであり、金額につきましては、すべて基金で運営されており、自治体の負担はござい

ません。 

  次に、３「年間、避妊手術を受ける猫の数、そこの関わる金額について尋ねる。」にお答え

します。さくら猫無料不妊手術チケット事業に関するものについてのお答えとなりますが、

不妊手術を受けた猫の数について、令和３年度は開始した１２月からで４０匹、令和４年度

が１０２匹、令和５年度は１０月末現在３２匹で、本事業については、公益財団の予算の範囲

内ではありますが、行政枠として応募枚数、いわゆるチケット枚数が確保されており、基本的

に負担料金はありません。言い換えますと、町から不妊手術に関する支出及び公益財団法人

に対しての歳出等はございません。 

最後に、４「今後の活動計画について尋ねる。」にお答えします。現在の対応策としまして

は、望まない猫、野良猫などの「不幸な猫」を増やさないこと、これが最重要ではないかと考

えます。そのためにも、飼い主が愛情を込めた取り扱いに努めるとともに、みだりに繁殖する

ことを防止するために、引き続き不妊手術や去勢手術などを行うことが必要だと思います。

町では、令和４年６月から義務化されたマイクロチップの装着義務についてのほか、動物愛

護推進協議会で開催されている動物愛護に関する催しなどの情報を提供して参ります。なお、

情報提供については、引き続き町広報誌をはじめ、ホームページに掲載のほか、公式ＬＩＮＥ

等を活用して参ります。 

以上、お答えしまして、この後の質問については、自席からお答えさせていただきます。 

また、詳細につきましては、担当課⾧がお答えします。 

〇議⾧（立山秀喜君） ８番議員。 

〇８番議員（井下忠俊君） ありがとうございます。まずその後についてですけれども、この猫

に対する質問をした前回ですね、犬と違い狂犬病のような特化した法律がないため動物の愛

護及び管理に関する法律により取扱いがなされているとの認識の中、現在の対策としては望

まない猫、野良猫を増やさないことが重要だと考えている、と今町⾧の答弁にもありました。

そしてそのためには避妊手術手当てをされるのが望ましい、との答弁でしたけれども、今町⾧
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が話された、さくら猫に関してはまた後ほど尋ねますけれども、そのほかにも、これも前課⾧

からですが、住民の皆様が困られているのは事実であるので、可能な対策を行っている。更に

は法律的にも、係留義務がないことから、近隣への環境等に対する問題も発生しているので、

住民の皆様に寄り添った対応が重要だと考えているなどの答弁があっております。そこでま

ず尋ねますけれども、現在どのような対策がとられ、どのような対応が行われてきています

か、ということですが、今町⾧が言われたさくら猫に関して、これは前回の答弁でももちろん

あっております。そのあとのことを尋ねたかったんですけれども、備品の貸出しとか、いろん

な広報をされているということで、さくら猫につながるような対応がされているということ

でしたので、いくらか安心しております。ただすぐには何事も解決はしていきませんので、も

う引き続きこれは行っていってもらえればと思っております。ほかに、例えば前課⾧の答弁に

あった住民の皆様に寄り添うという観点から、相談窓口の設置等に関してはどうでしょうか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 税務住民課⾧。 

〇税務住民課⾧（武田博君） はい、猫に特化した相談窓口というのは厳しいんではないかなと

思います。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） ８番議員。 

〇８番議員（井下忠俊君） 私たちは、税務住民課の環境対策係に行けばいいと思う、分かりま

すけれども、どこに行けばいいのか、全く分からない、こういう方もおられると思います。で、

この１年間で何人の方が今相談に来られてますか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 税務住民課⾧。 

〇税務住民課⾧（武田博君） はい。猫の相談につきましては、１０件程度あったと。来庁以外

にも電話でもございますが、１０件程度ということを聞いております。 

〇議⾧（立山秀喜君） ８番議員。 

〇８番議員（井下忠俊君） はい。自分に聞こえてくる反響に関して１０人というのはちょっと

少ないかなと思っております。もちろん町民の方には、十人十色の相談を持ちかけられる方も

多いと思います。相談場所が分からないからなのか、相談しても無駄。そう思って来られない

のか分かりませんけれども、今も私のところには、結構数多くの相談が入ってきます。あえて

その猫対策のためだけの窓口ということは言いませんけれども、もう少し分かりやすく対応

できるように、例えば環境対策係のカウンターに猫相談とか、ちょっと目立つようなことも置

いとってもらえれば、その本人じゃなくても、誰かそこを通りかかった人が、あそこ猫相談受

けとるよって。こういうところから広がっていくと思いますので、ぜひそれはよろしくお願い

したいと思います。ほかにも前回、忌避材、あるいは対策グッズ等も申入れましたけれども、

これは広報などをもう、されているんでしょうか。相談できればどこで手に入るのか、どうい

う使い方をすればいいのかなども、聞きに来られる方もおられると思いますので、その辺は一

緒に相談窓口じゃないけれども、そういう相談にも乗れるような場所の設置は必ず必要だと

思いますので、よろしくお願いします。またその忌避材とか、その対策グッズ等に関しては、

職員担当の職員さんにはそういうことはきちんと指導されて、誰でも答えれるようにされて

いますか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 税務住民課⾧。 
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〇税務住民課⾧（武田博君） はい前段の広報につきましては、広報なんかんで、お知らせした

ところでございます。それから、後段のほうの担当の職員ということにつきましては、係内職

員におきましては、説明ができますし、相談に応じて回答しているところでございます。 

〇議⾧（立山秀喜君） ８番議員。 

〇８番議員（井下忠俊君） 安心しました。例えば相談に行っても、税務住民課とは言いません

けれども、「ちょっと待ってください」「ちょっと待ってください」担当が何人も変わられる場

合がありますので、そこに行かれて相談される場合は、すぐ職員さんが対応できるようにして

いってもらえればと思っておりますので、引き続きもし異動があったとしても、それはつない

でほしいと思います。昨年６月、これも今町⾧から答弁の中にありましたけれども、６月１日

より法改正が行われて、飼い猫に対してのマイクロチップ装着の義務化がされております。こ

れに関しての広報等はされていますか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 税務住民課⾧。 

〇税務住民課⾧（武田博君） はい。こちらのほうも「広報なんかん」で周知しております。 

〇議⾧（立山秀喜君） ８番議員。 

〇８番議員（井下忠俊君） はい、これはただの連絡事項と違って義務化されたことの連絡を兼

ねたお願いになると思いますので、広報しているだけでそれだけでしっかりした対応ができ

ているというのはどうかなと思います。あくまでその業者に向けてのことだと思いますので、

町民の方には直接は携わってきませんけれども、購入するのを考えておられる方にも、そのこ

とはきちんと伝えてもらうように、広報も進めていってほしいと思っております。広報だけだ

ったら本当に寄り添った対応なのかなと、ちょっと疑問が残るところもありますのでよろし

くお願いします。あとはこの広報に関してはポスターを作るとか、あとパンフレット等があれ

ばそういうのも張り出してもらえば、またより一層の告知が広がっていくと思います。義務化

されてもう１年半が過ぎていますけれども、どれぐらいの猫に対してマイクロチップの装着

が行われているか、これは分かりますか。あくまで業者に対してですけれども。 

〇議⾧（立山秀喜君） 税務住民課⾧。 

〇税務住民課⾧（武田博君） はい、数につきましては把握しておりません。 

〇議⾧（立山秀喜君） ８番議員。 

〇８番議員（井下忠俊君） はい。これに関しては、何匹か答えろというのがちょっと無謀かも

しれませんけれども、後々このマイクロチップを装着した猫が増えてくれれば、今の体制も少

しずつ改善できていくんじゃないかとは思っております。もうそのことも兼ねて、やっぱりし

っかりお知らせだけはしてほしいと思います。それと、またこれも前回述べたことですが猫の

避妊に対して、一生懸命されている方もおられます。ある町民の方から聞いた話ですけれど

も、猫の避妊について、役場に尋ねに行ったら、この人を尋ねたらいいと。そういうふうにし

て、言われた上で私のところに来られました。ということでしたけれども、そんな無責任なこ

とはないと思いますけれども、どうでしょうか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 税務住民課⾧。 

〇税務住民課⾧（武田博君） はい。今おっしゃられたことについては特に聞いておりません。 

〇議⾧（立山秀喜君） ８番議員。 
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〇８番議員（井下忠俊君） これは職員さんですから、課⾧のところの税務住民課の担当の人か

どうか分かりません。ただ職員さんかな、とは思いますけれども、これは本人から直接聞いた

話です。私の名前も出していいと言われましたけども、本議会で個人の名前を出すわけにはい

きませんので、そこは伏せておきますけれども、そういうことであるならば何か悲しい思いが

しております。またそこに対して、そのようなボランティアの方たちにもしっかりと協力させ

ていただき支援もしていく、というような答弁を前回もらってますけれども、その後、町から

も何も連絡も話もないという話も聞いています。その質問したときには、必要なグッズ、また

それに関わる金額、これについても質問の中で話しておりますが、やはりそのその後は何もな

いのでしょうか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 税務住民課⾧。 

〇税務住民課⾧（武田博君） 町のほうからっていうことになりますと、先ほども町⾧答弁でも

ございましたが、熊本県の獣医師会等の協力した捕獲器の貸出しであったり、その際のペット

シートの配布等につきましては行っているところでございます。捕獲器の貸出しであったり、

捕獲の際に使用するペットシートの配布等は行っておるところです。 

〇議⾧（立山秀喜君） ８番議員。 

〇８番議員（井下忠俊君） はい。それは捕獲をしたいという方個人、それぞれ役場に相談に来

られた方にですか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 税務住民課⾧。 

〇税務住民課⾧（武田博君） はい。必要な方に貸出しを行っております。 

〇議⾧（立山秀喜君） ８番議員。 

〇８番議員（井下忠俊君） ちょっと質問が前後しますけれども、先ほど役場から相談に行った

らいいと言われた方とかが、自分で今まで任意でされてますけど、そういった人が相談に来ら

れても、それは対応できるわけですか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 税務住民課⾧。 

〇税務住民課⾧（武田博君） はい、貸出しはどなたでも対応できます。 

〇議⾧（立山秀喜君） ８番議員。 

〇８番議員（井下忠俊君） はい。前回はＮＰＯ法人の立ち上げということで言いましたけれど

も、ＮＰＯ法人としてならば、ちょっとハードルが高過ぎますね。ですから、あるいはその任

意団体として、複数でこういったことに対する活動を行います、ということで、そこに対する

補助金の申請等はできますか。そういう活動をしていきますということで、団体を作られて。 

〇議⾧（立山秀喜君） 税務住民課⾧。 

〇税務住民課⾧（武田博君） はい。補助金につきましては、現在、他市町村の動向等を踏まえ、

検討している段階ではございますが、まだまだ検討する事項が多くて、できますというような

お答えには、至りません。 

〇議⾧（立山秀喜君） ８番議員。 

〇８番議員（井下忠俊君） はい。これは今も本当にもう一番ピーク、これからもっとピークに

なってくると思いますけれども、これは民間の地域猫という立場からでも、あるいはそのほか

に対する任意団体でも可能かと思いますのでこの辺についてはぜひ、より一層進んで、１日で
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も早くこういう補助金が出せるような体制づくりに励んでいってもらいたいと思います。結

構、猫を何とかしたいという方は多いです。ですからそういう人たち要望も、聞き届けてもら

えればと思っております。また、例えばその空き家などを例に挙げて南関町に空き家がいっぱ

いありますけれども、一時保護した猫を一時的に預かる場所についても尋ねてきましたけれ

ども、これについての話合いなどはされていますか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 税務住民課⾧。 

〇税務住民課⾧（武田博君） はい、今議員のほうから、地域猫っていうお話が出ましたけど、

地域猫っていうのがその地域の住民がルールをつくり、共同で飼育管理をするっていう猫に

なるかと思います。地域猫活動については、その活動に取り組む町内会、自治体等に対して周

辺美化など、地域のルールで適切に管理し衛生環境の改善を図ることを目的としたもので、こ

れについては保健所の申請で補助金がございます。 

〇議⾧（立山秀喜君） はい、８番議員。 

〇８番議員（井下忠俊君） これ、捕獲をしました。これから避妊に向かいます。捕獲したその

日に避妊をするわけじゃないですよね。一時預かり場所として、その地域猫のそういった対策

があるならば、そういった空き家などがありますので、そこに囲いを付けて、そういうのを何

か、地域地域に利用できないかということで質問したわけですけれども、この辺はどうお考え

ですか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 税務住民課⾧。 

〇税務住民課⾧（武田博君） 猫の捕獲に関してはできないということで申し上げたところで

すが、猫の健康状態を判断し保護が必要なものというものは、警察の立会いのもと、保健所に

送致しているということになります。 

〇議⾧（立山秀喜君） ８番議員。 

〇８番議員（井下忠俊君） はい。ちょっと今かみ合いませんでしたけれども、例えば、猫のけ

がをした後は瀕しの状態、こういう猫は、捕獲、一時保護ができるとは聞いております。ただ

これを保護して、その瀕しの状況とか、けがをした場合とかは、治療は誰がされてるんでしょ

うか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 税務住民課⾧。 

〇税務住民課⾧（武田博君） すいません。治療については、私は把握してないところでござい

ますが、今議員がおっしゃった瀕しの状態の猫っていうのは、命を守るためにも警察立会いの

もと、保健所へ送致して、譲渡とかいう流れになっているというふうに聞いております。 

〇議⾧（立山秀喜君） ８番議員。 

〇８番議員（井下忠俊君） はい。きちんと治療されて、譲渡会とかに出されているんであれば

いいんですけど。もうそのまま放ったらかして亡くなっているんであれば、それこそ動物愛護

法で、どうしたもんかなあという問題になってくると思いますので、ここは町から保健所のほ

うに行くわけですから。そこは町にどうしてくださいとは言えませんけれども、そこも１回ど

うなっているのか、確認しとって下さい。少し戻りましてさくら猫基金ですね、これは基金に

南関町が登録、そしてまたその登録について、登録したのは何年ということは、先ほど町⾧か

ら答弁ありましたけれども、その登録に対しての登録料とかそういったのは、いくらかかって
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るんですか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 税務住民課⾧。 

〇税務住民課⾧（武田博君） はい。費用に関してはかかっておりません。 

〇議⾧（立山秀喜君） ８番議員。 

〇８番議員（井下忠俊君） はい。怪しい団体ではないと思うんですけれども、基金によって成

り立って運営されているのが、さくら猫基金だと自分も思っております。ただ運営方法はどの

ような形を取られているのか、これさくら猫基金の本部に、関西のほうだと思いますけれども

問合せしましたが、全然明確に答えてもらえませんでした。だから、何かちょっとどうなのか

なと思いますけれども、やってること自体は正しいことだと思いますので、もうそれ以上は何

も言いませんけれども、この基金によって南関町でどれくらいの数かというのを先ほど４０

匹、１０２匹、そして１０月で３２匹という数字が挙げられましたけれども、ここの避妊する

費用というのも、チケット制ということであれば、お金は全く出てないんでしょうか、町から

の持ち出しは。 

〇議⾧（立山秀喜君） 税務住民課⾧。 

〇税務住民課⾧（武田博君） はい、チケット制で、町からの持ち出しはございません。それと

運営方法のことで、何か分からないということでおっしゃられましたけど、町のほうに、１１

月２７日ですけど、基金のほうから活動報告書が届いておりまして、それで不妊手術を行って

いるということとか、４３０の自治体が登録しているとか全て基金で運営してますよってい

うことが記載されております。補足で申し添えます。 

〇議⾧（立山秀喜君） ８番議員。 

〇８番議員（井下忠俊君） じゃ、後で見せてください。これは調べれば分かることなんですけ

ども、例えば鳥獣害対策には年間、町からいくらぐらいの補助金が出ていますか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 経済課⾧。 

〇経済課⾧（田口 明君） 鳥獣害ということで、経済課のほうからお答えいたします。有害鳥

獣対策に対し前年度の実績ベースでお答えしたいと思いますけども、個人及び団体に対し、約

１,０００万の補助を行っております。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） ８番議員。 

〇８番議員（井下忠俊君） あえてこれは金額を参考に聞いたわけですので、内容に関してはも

うあえて触れませんけれども、この鳥獣害対策はやっぱり本当に必要な対策事業だと思って

おります。多くの方はその被害を被っておられますので、だからそれを削れというんじゃなく

て、猫に対しても同じように困ってらっしゃる方が多くおられます。もちろんその規模も違い

ますし、同じようにとは言いませんけれども、猫対策に対しても先ほどのボランティア活動も

含めていくらか、今後先ほど今検討中と言われましたので、こういうことから、数字的に並べ

ても十分検討する価値はあると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

あと、今後の活動計画については、実は、有明保健所のほうにも問合せしました。何度も電

話をかけていたら、またか、といったような感じが、感じられました。非常にそういった対応

に不愉快な思いをしたところですけれども、何を言っても「それはできません。それは困りま

す。」これの繰り返しでした。保健所からすれば迷惑な電話かもしれませんけども、こちらか
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らすれば何も解決につながるようなことは言わずに、今言ったような返事だけでした。もう

腹が立って仕方がなかったんですけれども、南関町でも同じような相談があったときは同じ

ような対応なんでしょうか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 税務住民課⾧。 

〇税務住民課⾧（武田博君） はい。有明保健所でホームページにも記載しておりますが、飼い

猫は引き取れないですし、捕獲も行っておりません。町での対応は保健所と同じであります。

法律上、猫の捕獲はできませんし、捕獲した猫につきましては、引取りはできません、という

お答えになります。またその後の行為について申し上げますと、困ります、というような対応

になるかと思います。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） ８番議員。 

〇８番議員（井下忠俊君） はい。保健所のようにきつく言わんで優しく言ってください。お願

いします。私に相談される方の中には、役場に行っても駄目だろうからとか、いっそのこと捕

獲した猫、もしくは望まれることなく生まれてきた子猫、山に放置するか、あるいは役場の前

の防災広場にでも置いてこようかと、そういうふうに話される方も実際おられます。そうした

らもうちょっと真剣に取り組んでもらえるんじゃなかろうかって。やっぱそういう気持ちが

中にあると思います。自分としてもそれを言われて、それは駄目なことは分かります。けど

も、駄目だとは言えんところは、あります。せっかく畑を起こして、やわらかい土を被せて種

を撒こうするばかりのところに糞尿し、それから掘り起こされる。もう趣味として小さな畑を

されている高齢者の方でしたけれども、もう２枚ほど畑つくるのやめられたそうです。何回し

ても一緒だと。もう自分ちの猫じゃなくて、近所に飼ってある猫は３０匹来てから掘り起こ

す、そういうふうなことを言われました。また玄関にはそれにまた同じように糞尿です。本当

に困っておられるんです。ただ、このような言い方をすれば、猫が悪いように聞こえますけれ

ども、誤解のないように言いますが決してそうではありません。もともとは野良猫自体も飼い

猫に起因するものですから、そこで無責任な飼い方をされれば、おのずと現状のような環境に

なっていくのは、これはもう分かっていることです。飼い主の方にきちんと指導をすれば、い

くらかでも良いほうに変わるのではないかと思いますけれども、そのような飼い主の方に対

する指導を、町としては行われていますでしょうか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 税務住民課⾧。 

〇税務住民課⾧（武田博君） はい。苦情につきましては、保健所と同伴した上で対応し、指導

も行っているところです。 

〇議⾧（立山秀喜君） ８番議員。 

〇８番議員（井下忠俊君） はい。その場合、直接その飼い主さんと会って話をされていますか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 税務住民課⾧。 

〇税務住民課⾧（武田博君） はい。直接お会いして、対応しております。 

〇議⾧（立山秀喜君） ８番議員。 

〇８番議員（井下忠俊君） はい。なかなか、仕事をされてる方等に関しては、平日昼間はもう

ほとんどおられない状況もあると思います。そういったときに行かれても会えないのではな

いかなとも思いますし、保健所に聞いたときには、１回目は張り紙だけでしたと、２回目は電
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話でしたと。それじゃ何の効力もなかったと思うとですよね。だから、ある程度時間をずらし

てからでも、直接、飼い主さんと会って、そして話を面と向かって指導してもらいたいなと思

っております。指導された後、例えば、この猫がその家の小屋とかにいた場合、勝手に出歩か

ないように、囲いを付けたりしたらどうかという、実際されてる方もおられます。そういった

指導まではされていますか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 税務住民課⾧。 

〇税務住民課⾧（武田博君） はい。書き方については、そのような指導をしているところです。 

〇議⾧（立山秀喜君） ８番議員。 

〇８番議員（井下忠俊君） これお願いですけど、その場合の指導で、いつ頃までにはきちんと

できますか、というのを約束してもらって、その後もう１回その期日が過ぎたぐらいに１回確

認に行ってもらえるように、また、そこでなされてなかったら、あえてまた申し入れるような

こともしてもらいたいと思います。１年前にほぼ同じような質問して、要望を上げてきたつも

りでしたが、この１年間に対して、課⾧からすれば少し変わってきたかなとか、そういったと

ころは、何か思われますか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 税務住民課⾧。 

〇税務住民課⾧（武田博君） 猫を増やさないこと、不幸な猫を増やさないことが大原則だと思

いますので、その辺につきましてはさくら猫基金のほうの協力は仰いで進めているところで

す。 

〇議⾧（立山秀喜君） ８番議員。 

〇８番議員（井下忠俊君） はい。自分としても、今話を聞いておれば本当に町としてはよくさ

れてると思います。ただ、周りの人から聞いても、そういった聞こえる声も状況も何も変わっ

てないように、自分には聞こえてきたものですから、今回あえて第２弾という形で質問させて

もらいました。これをもう早く進めてほしいとかそういうことは言いませんけれども、引き続

き続けていってもらいたいと思います。 

最後にですね。飼い猫に対しての避妊補助は、できないでしょうか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 税務住民課⾧。 

〇税務住民課⾧（武田博君） はい。飼い猫に対していの補助はハードルが高いと思います。 

〇議⾧（立山秀喜君） ８番議員。 

〇８番議員（井下忠俊君） 自分も質問しながら、これは厳しいかなと思いながら質問している

わけですけれども、きちんと家の中で一緒に猫と生活されている方も多いです。しかし、ちょ

っとした隙間に野良猫との間に子どもができたという話も多く聞きます。猫にとってはもう

ごく自然のことだと思いますけれども、それも望まれない子猫の誕生につながります。まず、

飼い猫から進めていけば、いくらかでもそういった子猫の減少につながってくるのではない

かと思いますけれども、ハードルが高いのはいろんな規制があるのは猫に対しては、特に分か

ります。ただ、対策の一つとして、何か抜け道、という言い方はよくないかもしれませんけれ

ども、何か対策ができれば、そういうのも検討していってもらいたいと思います。もう補助金

についてはいろいろな基準もあると思いますけれども１００人が１００人全てに当てはまる

ものではないと思います。そこをある目的のために支払われる交付金が補助金であるならば、



35 

 

そこも踏まえて、ぜひ検討してもらいたいと思っております。もうできれば、猫対策について

の質問の第３弾はしなくて済むようにしてください。お願いします。 

ちなみに、もうこれ課⾧も十分ご存知だと思いますけれども、これ町⾧もご存知だと思いま

すけど、愛媛県の松山市では、狩猟された犬や猫ができる限り殺処分にならないよう引き取

った動物の返還と適正な譲渡に努めて、飼い主や市民の動物愛護意識向上に取り組むととも

に、老朽化した現在の動物収容施設を移転し、市内中心部に位置する松山総合公園内に新た

な動物愛護施設の整備、これはもう令和５年度末には完成予定だそうです。を進めるため、ふ

るさと納税型のクラウドファンディングで、動物愛護のための寄附を募っております。その

ような中多くの支援をいただいたおかげで、猫不妊去勢手術補助事業を大幅に拡大すること

ができて、今後も飼い主のいない不幸な猫を減らすため、補助事業の継続が重要だとの報告

も上がっております。また新しく地域猫活動の支援をすることで、猫に起因する猫の問題の

解決に取り組んで、人と動物がともに安心して暮らせるまち松山。これを目指して今後もク

ラウドファンディングに挑戦するとの報告も上がっています。このプロジェクト内容に関し

ては、１、猫の不妊去勢手術の補助を充実。２、地域猫活動を支援。３、動物愛護の啓発。な

どが謳われております。問合せだけは、松山市保健所生活衛生課となっておりますので、決し

て怪しい団体でもなく、市全体で取り組まれております。大きい市だからできるんではなく、

先ほども言いました、空き家等を利用することで南関町だからこそできることもあると思い

ますので、このクラウドファンディングについては南関町でも大いに参考になると思うので、

ぜひ検討していってもらえればと思っております。ほかにも、大きいところでは大阪市、名古

屋市など、まだまだたくさんあります。近いところでは隣の佐賀県もトップが指揮をとり、し

っかり取り組んでおられます。あとはトップの思い入れ次第だと思いますのでぜひよろしく

お願いします。 

それではまとめに入ります。すばらしい町にしますとか、皆を幸せにしますとかそういった

思いはあるにしても、執行権を持つ行政の立場ではない以上、私がそういうことは言えませ

ん。ただ町民の方一人一人の思い要望を聞き、その上で行政に提案することはできます。今私

は自分の声で話していますけれども、私の後ろには困っておられる方の町民の方たちがおら

れます。その人たちの声として聞いてもらいたいと思っておりますけれども、大きいことも

大事ですけれども、他の人が気に求めないような、ささいなことであっても本当に困ってお

られる方がおられれば、そこに対応していってもらえることこそ、日頃から言われている、住

んでよかったまちづくりにつながるんではと思っております。今後のまちづくりに大いに期

待して私の質問を終わります。 

〇議⾧（立山秀喜君） 以上で、８番議員の一般質問を終了しました。 

ここで、１０分間休憩したいと思います。 

―――――――〇――――――― 

休憩 午後 1 時 55 分 

再開 午後 2 時 05 分 

―――――――〇――――――― 

〇議⾧（立山秀喜君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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一般質問の途中でありましたので、これを続行します。 

続いて、１番議員の質問を許します。１番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） こんにちは。１番議員、福山です。本日は二つの質問をいたします。 

一つ目、質問事項「町の情報発信について」 

１、公式ＬＩＮＥの導入及びホームページのリニューアル後に改善された点。情報提供等の

現状、今後のホームページの活用方法の予定について尋ねる。 

２、町のイベント情報や、住んでよかったプロジェクト等の情報発信は、情報を得たい人に効

果的に提供出来ているか、町の見解を問う。 

３、ＳＮＳについては、地域間の競争が激化し、戦略的に情報発信を行う必要があると考え

る。他自治体でも導入しているところがあるが、住民と協働で情報発信をしていくことに対

して町の考えを聞く。 

二つ目の質問です。「産後ケア事業について」令和３年度から産後ケア事業の実施が市町村

の努力義務となり、令和４年度時点で、約８４％の市町村で実施されているが、今後、わが町

でも実施する予定があるか尋ねる。 

この後の再質問は自席にて行います。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員の質問に対する答弁を求めます。町⾧。 

〇町⾧（佐藤安彦君） １番福山美佳議員の「町の情報発信について」の質問にお答えいたしま

す。 

まず、１「公式 LINE の導入及びホームページのリニューアル後に改善された点、情報提供

等の現状、今後のホームページの活用法の予定について尋ねる。」にお答えします。   

町ホームページは、平成 14 年 3 月よりスタートし、平成 18 年度、平成 29 年度に一部見直

しを行ったものの、デザイン性や機能の面で使いにくい等のご意見もあっておりました。ま

た、ホームページを閲覧していただくための端末も、パソコンのみだけでなく、スマートフォ

ンやタブレット端末での利用が主流となってきており、利用者が閲覧したいと思っていただ

けるデザインや使いやすいシステムの構築が必要であることから、昨年度業務委託によりホ

ームページのリニューアルを行い、併せてより身近なツールであるＬＩＮＥによる情報発信

を行うこととしました。ホームページのリニューアルを行うにあたって、業者に求めた事項

としましては、町の魅力、特色を町内外に効果的に発信できることや、利用者が必要とする情

報に簡単にたどりつき、必要とする情報を提供できること、職員の誰もが簡単に情報を掲載、

更新できること、公式 LINE や SNS との連携を考慮した機能を持たせること等が挙げられま

す。このように利用者側からも情報提供者側からも利便性は格段に向上しているのではない

かと考えております。また、定期的にホームページ運営委員会及び連絡員会議を開催し、改善

すべき事項については協議を行い、迅速に対応できるような体制を整えております。 

  次に、２「町のイベント情報や、住んでよかったプロジェクト等の情報発信は、情報を得た

い人に効果的に提供できているか、町の見解を問う。」にお答えします。 

町のイベント情報などを、防災行政無線や町の公式ＬＩＮＥにより住民の方に周知を行い、

町内外の方への周知としては、町のホームページや南関町、大牟田市、荒尾市、⾧洲町の情報

を発信することができる愛情ネットにより情報の周知に努めております。また、住んでよか
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ったプロジェクト推進事業の情報につきましては、町のホームページで周知のほか、熊本県

移住定住ポータルサイトや熊本県空き家バンクサイトなどに掲載し、南関町に興味を示して

いただいた方への情報周知を図っています。そのほか、有明広域行政事務組合が行っている

荒尾玉名結婚サポートセンター「KOIBANA」登録会員などへの情報提供により、移住定住の

推進を図っているところです。 

  最後に、３「SNS については、地域間の競争が激化し、戦略的に情報発信を行う必要があ

ると考える。他自治体でも導入しているところがあるが、住民と協働で情報発信していくこ

とに対して町の考えを聞く。」にお答えします。 

町からの情報発信は、今申しました町のホームページ等での周知を行なっておりますが、そ

のほかに南関町の魅力を多くの方に周知するために、南関町の観光地や店舗等の情報を掲載

した「なんかん観光ガイド」を昨年度導入しており、事業所の方とともに情報の内容を充実さ

せ、町の観光情報や魅力を周知していきたいと考えております。また、南関町のマスコットキ

ャラクター・なんかんトッパ丸や町の地域おこし協力隊のインスタグラム等での充実した町

の情報発信、更には、町民の皆様、南関町に繋がりがある方など、より多くの方に町の情報を

発信していただきたいと考えております。 

  次に、「産後ケア事業について」「令和３年度から産後ケア事業の実施が市町村の努力義務

となり、令和４年度時点で、約 84%の市町村で実施されているが、今後、わが町でも実施す

る予定があるか尋ねる。」の質問にお答えいたします。 

産後ケア事業は、出産後１年以内の母子に対して、心身のケアや育児のサポート等を行い、

産後も安心して子育てのできる支援体制の確保を行う事業で、内容としましては、出産後 1 年

以内の母子であって、産後ケアを必要とする者に対して心身のケアや育児のサポートなど、

きめ細かい支援を実施するものです。実施の方法としては、一つ目に、病院、助産所等の空き

ベッドの活用等により、宿泊による休養の機会の提供、心身のケアや育児サポートを行う宿

泊型、二つ目に、日中、実施施設において、個別または集団で心身のケアや育児のサポートを

行う通所型、三つ目に、実施担当者が利用者の自宅を訪問し、産後ケアを行う訪問型がありま

す。南関町は現在、産後ケア事業は実施しておりませんが、取り組みとしましては、母子健康

手帳の交付時に保健師、助産師等による面談を行い、体調、不安や心配事、出産場所、産後の

支援体制の聞き取りをしております。また、妊娠８か月頃、訪問等により出産後の育児や体調

管理のための相談や情報提供を行っています。出産後は、生後２か月頃に赤ちゃん訪問を行

い、産後の健康状態や育児の悩み、心配事への支援をしています。また、随時、電話相談、家

庭訪問を行い、お一人お一人に寄り添い、きめ細やかな支援を心掛けるとともに、必要に応じ

関係機関との連携を図り、個別に丁寧な支援を行うことで、産後ケアの役割を果たしている

と考えております。しかしながら、多様化する子育ての環境の中で、出産後の育児、家事等の

支援者のいない方、心身の問題を抱えている母親へは、宿泊型の支援のような体制の整った

施設での手厚い支援も必要であると考えており、それを利用する際の経済的な支援も併せて

必要であると考えております。今後は、すでに産後ケア事業を開始している自治体の取組み

を参考にするとともに、令和５年３月より開始した、伴走型相談支援事業で行っております

アンケート内容により、ニーズを的確に把握し、より実情に沿った支援体制の構築に努めて
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参ります。 

以上、お答えしまして、この後の質問については、自席からお答えさせていただきます。ま

た、詳細につきましては、担当課⾧がお答えします。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） まず１番、町の情報発信についてなんですけれども、ホームページ

のリニューアルを業務委託した業者はどこになるか、お願いします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

〇総務課⾧（坂田浩之君） はい。株式会社有明ネットコムでございまして、大牟田市に本社が

ございます。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） その業者は、ほかにどこの自治体のホームページの業務委託を受け

てるのか、お願いします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

〇総務課⾧（坂田浩之君） はい。近隣で申しますと、荒尾市、柳川市がこの業者に委託をして

おります。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 業務委託してから、業者との会議や打合せは現在も行われているの

かを尋ねます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

〇総務課⾧（坂田浩之君） はい。定期的に意見交換は行っております。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） ホームページのリニューアル後に、利便性が格段に向上した点、具

体的に聞かせていただきたいです。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

〇総務課⾧（坂田浩之君） はい、利便性が向上した点としましては、キーワード検索が可能と

なりました。キーワード検索といいますのは例えば、子育てでいえば、「子ども」とかいうキ

ーワードで、いろんな情報が出てくるというようなところで、これまでのホームページ上で

は、きちんとした事業名とかを打ちこまないとその事業にヒットしなかったんですが、その辺

は向上しております。それと、原則３クリック以内での情報への到達というところを目指して

おりまして、最大５クリックまででたどり着くというようなことが可能となっております。そ

れと、先ほど町⾧答弁にもありましたが、情報の更新が容易となったというところは、改善し

た点だと思っております。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 先ほど答弁の中にもありました。職員の誰もが簡単に情報を掲載、

更新できるようになっているのか。現状をお尋ねします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

〇総務課⾧（坂田浩之君） ホームページの公開基準というのがございまして、実際ホームペー

ジは各課に、各所属⾧がホームページの管理責任者という立場にあります。軽微な記事につい
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ては、所属⾧の判断で公開ができるというようなことにしております。ただ町⾧までの決裁が

必要な分については町⾧までの決裁を行い、そのあと、ホームページ上にアップするというよ

うなところで、記事の掲載等についても格段に、これまでよりもスムーズにできる体制は整え

ております。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 以前よりも、更新だったりとかがしやすくなったということは、す

ごく大きな変化だと思います。行われているホームページ運営委員会、連絡員会議のメンバー

についてと、会議の開催は何回ほど行われているのかを尋ねます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

〇総務課⾧（坂田浩之君） ホームページの運営委員会のメンバーは、ホームページの管理責任

者である各課の所属⾧、課⾧、それと運営委員さんについては、各課から１名ずつを選出をし

ていただいております。会議の開催に次の頻度については、必要に応じてということで開催を

しております。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 必要に応じてとは、大体１年間でどのぐらい必要に応じた回数にな

るんですか。例えば前年度とかだったら、その、必要って思った時はどういう時に必要に会議

をするに至るのかなというところを尋ねます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

〇総務課⾧（坂田浩之君） 必要に応じてというのは、例えばシステム上で、掲載の手順とかを

見直したり、それとか、ホームページの例えば貼り付け方を見直す必要があるとか、そういっ

たときに開催をするということになりますが、年間で言いますと、３回から４回ぐらいではな

いかと思います。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） その会議によって改善した事項ですね、例えば見やすくなった、こ

ういうところが改善されたっていうのを尋ねます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

〇総務課⾧（坂田浩之君） まず、改善した点は先ほど申しましたが、掲載の手順を簡素化した

というところは大幅に見直した点です。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） ホームページを見てると、先ほど言われていたんですけれども、３

クリックを目指しているということで、最大でも５クリックっていうふうに今言われていた

んですけれども、町のホームページ見ていると、例えば「子育て支援」っていうワードを、町

でどんな支援があるのかなと探そうと、「子育て支援」っていうところをクリックしても、そ

の先自分の欲しい情報に行き着くまで、それこそ３回では済まないっていうぐらい、クリック

してまたスクロールも随分しないと、その情報に行きつかないっていうところだと思います。

「子育て情報」っていうところから入る情報と「住んでよかったプロジェクト」の中の「子育

て支援」。同じ「子育て支援」でも中身が全く違ってるんですね。情報を得たい人には、役場

の方はどれが何のプロジェクトとか、どれが何の支援っていうのを理解してるから、その答え



40 

 

に行き着くまでにここでいい、って分かってるから分かるっていう。だけど、町民の方とか町

外の方っていうのは、まずそれがどこにあるのかっていうのが分からないし、どのくくりにあ

るのかも分からない中、ホームページっていうのを利用すると思うんですよ。なので、そのや

やこしいところを改善していくべきではないかなと思いますが、その辺はいかがでしょうか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

〇総務課⾧（坂田浩之君） はい。例えば住んでよかったプロジェクトの子育て支援部門がいろ

んなところに出てきていいと私も思います。やはりその辺は改善すべき点だと思いますので、

そのような検討を今後していきたいと思います。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 曜日だったりとか、時間を問わずにいつでも調べられるのがホーム

ページのいいところなのかなって思うんですけれども、例えば、今言った子育てのことはどこ

を見ればいいのか。例えば親の介護のことが気になったとき、今のホームページだとすごく探

しづらいような感じがします。なので、南関町のホームページでと、ほかの自治体のホームペ

ージ、どれぐらい違うのかなって思っていろんなところをちょっと調べてみたんですけれど

も、徳島県の浪江町っていうところが、ホームページのトップ画面の一番上に「介護、福祉、

子育て、教育」とか、目的別のアイコンを出してるんですね。そこにかざすと項目が出てきて、

調べたいことに誘導してくれるようなホームページになってて、あとはそこのホームページ

はフェイスブックやＴｉｋＴｏｋ、インスタ、ユーチューブ、ツイッターにも連携がされてい

るっていう。あと、徳島県の美波町というところが、暮らしのガイドっていうところと、便利

なサービスっていうのを分けて、目的別のアイコンを並べていて、そこが暮らしのガイドのほ

うが一番初めに、「結婚・離婚」っていうアイコンがあって、次に、「妊娠・出産」「子育て」

続けていくつかアイコンがあって、「福祉・介護」っていうアイコンと最後に、「お悔やみ」っ

ていうアイコンが出てきて、人生の流れに沿ったような、順番のアイコン表示になっててすご

く見やすいので、よければ参考にというか、ちょっと南関町に合うヒントがあるかもしれない

ので、見ていただければなと思います。情報提供のツールとして使われている防災無線を付け

ている世帯数が何％ぐらいなのかというのと、公式ＬＩＮＥの友達登録者数と、愛情ネットの

登録者数をお尋ねします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

〇総務課⾧（坂田浩之君） 防災無線の普及率といいますのが、一応設置数が今、２,４００世

帯ほどございます。普及率としては約６０％ということになっております。それと公式ＬＩＮ

Ｅについては、今登録者が１,０６０人ということになっておりまして、割合としては１１％

というところです。愛情ネットについては、南関町で何人という、ちょっと把握ができないと

いうのが現状でございます。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 今の愛情ネットは、南関町を受信設定しているのがどれくらいかと

いうのも分からない状態ということですか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

〇総務課⾧（坂田浩之君） そこがシステム上、ちょっとつかめないというところです。 



41 

 

〇議⾧（立山秀喜君） 1 番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 愛情ネットは把握ができないということだったんですけれども、公

式ＬＩＮＥについてのついては登録者数は、近隣の市町村と比べてどうですか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

〇総務課⾧（坂田浩之君） 玉名管内で言いますとやはり低いほうではございます。隣の和水町

が３５％と⾧洲町が３２％、荒尾市が２５％、玉名市が２６％ということになってます。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番委員。 

〇１番議員（福山美佳君） この公式ＬＩＮＥや防災無線、愛情ネットへの町の最新情報の発

信、リアルタイムの情報発信ですね。この三つで網羅できているのかなっていうところを尋ね

ます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

〇総務課⾧（坂田浩之君） 今は町が用意しているツールとしては、これになりますので網羅し

ているかと言われると、人それぞれの考え方にもよるのかなと思いますが、町からの情報発信

としては、十分できているんじゃないかなと思ってます。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） この情報を受ける側、提供される側から見ると、今の愛情ネット防

災無線、ＬＩＮＥ、っていうのがそれぞれで情報があったり、なかったり、重なってたり、ば

らついてるように感じるんですけれども、このことに関してはどうでしょうか。改善される予

定とかはありますか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

〇総務課⾧（坂田浩之君） 一応、各所属⾧については防災行政無線で流した情報については、

ＬＩＮＥ、それと愛情ネットも同時に流してくださいというようなことは、伝えてはおりま

す。ただ、各所属⾧の判断により、そこは例えば公式ＬＩＮＥには流すけど愛情ネットには流

さないと、いうようなところもございます。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 町民は防災無線をつければいいのか、公式ＬＩＮＥの友達登録をす

ればいいのか、愛情ネットに登録すればいいのか、また、防災で言えばハザードもあると思う

んですけれども、これ全てに登録することを推奨されるということでよろしかったですか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

〇総務課⾧（坂田浩之君） それぞれ自分に合ったツールを導入していただければいいんでは

ないかなとは思います。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 先日の日曜日、町の駅伝大会があったと思うんですけれども、この

情報を防災無線では流れていたのは分かるんですけれども、イベント情報として、ほかに、ど

こでお知らせをしてたのかを尋ねます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 教育課⾧。 

〇教育課⾧（城野和則君） 町駅伝大会のことですので、教育課のほうでお答えをしたいと思い

ます。防災無線のほかについては、広報なんかんの教育課だより「翠の風」のほうで、掲載を
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しております。またホームページ防災無線ということで、今回については４年ぶりの大会の開

催と、また、コースを大幅に変更しておりますので、「広報なんかん」については、ＱＲコー

ドを貼り付けて、コースについては新規コースでしたので、グーグルマップで確認ができるよ

うな工夫はしております。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 教育課だよりでお知らせをされていたということなんですけれど

も、防災無線と教育課だよりの載ってるＱＲコードで地図が出てくるということで、やっぱ情

報って、例えば駅伝大会、友達が出るから応援しに行こうかなと思ったときに、どこを探すか

なというときにホームページを利用される方が多いと思うんですけれども、ホームページに

は、ほぼ情報がない状態だったと思うんですね。その辺の今後の改善というか、をちょっとお

尋ねします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 教育課⾧。 

〇教育課⾧（城野和則君） ご指摘のような部分でホームページについては、リンク等で地図が

確認できるようなところはございませんでした。また私のほうにも大会制限をされている町

民の方から、ちょっとコースが分からないというようなお声もお聞きしましたので、来年度そ

ういった部分に向けては、改善、検討していきたいと思います。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） やはり駅伝大会も以前に比べて、参加のチーム数も減ってるという

ことですので、少しでも多くの方に駅伝を共有してもらうためにも、見つけやすい場所に情報

を掲載するって、駅伝だけじゃなくてほかのイベントも同じだと思うんですけれども、情報提

供に力を入れていってもらえればなと思います。改めてお尋ねしますが、町の今のホームペー

ジは情報を得たい人に提供するには、改善していったほうがいいって思うんですけど、今後改

善していくということでよろしいですか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

〇総務課⾧（坂田浩之君） そのような町民の声というのもあるというところで、業者との打合

せにもなって来ようかと思いますが、利用者の利便性を考えて改善できるところは、前向きに

検討していきたいと考えております。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 南関観光ガイドの件の質問に入るんですけれども、いろいろな事業

所が協力していいと思うんですね。この南関観光サイトってすごく見やすい観光ガイドにな

ってると思うんですけれども、この観光ガイドを立ち上げたとき、このページを作るときって

説明会か何かされていますか。 

〇議⾧（立山秀喜君） まちづくり課⾧。 

〇まちづくり課⾧（竹崎俊一君） はい。説明会につきましては、うから館のほうで事業者の方

に来ていただきまして「こういったことで入力をしてください」と。「常に情報交換、公開、

更新をしてください」ということで、伝えてるとこでございます。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） その後観光ガイド、それぞれの事業所、店舗等ですね。利用ってい
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うか、活用されているのか、充実していってるのか、把握はされておりますか。 

〇議⾧（立山秀喜君） まちづくり課⾧。 

〇まちづくり課⾧（竹崎俊一君） はい。その内容につきましては、店舗のほうでやっていただ

けると、事業所のほうでやっていただくということを前提としておりまして、町のほうでも確

認はしておりますが、もっとやっぱり充実させていかなければならないというところは思っ

てるとこでございます。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 店舗のところでも写真をぱっと見たときに５枚ぐらいは、簡単に載

せれるようなページの作りになってるんですけど、ほとんどの事業所、店舗等が１枚の写真し

か付いてないんですね。多分最初に登録してそこから全然触れてないというか、やっぱり町が

立ち上げたというか協力をあおったならば、南関観光ガイドっていうのをせっかく作ったん

だったら、作って終わりではなくて、協力していただいて、見応えがあるものにしていったほ

うがいいんじゃないのかなと思います。それから、作った後から勉強会だったりとか、事業所

の方と対話をするとか、観光ガイドをより魅力的にするために、時間を作られたことがあるの

かお尋ねします。 

〇議⾧（立山秀喜君） まちづくり課⾧。 

〇まちづくり課⾧（竹崎俊一君） はい。この観光ガイドについての勉強会といいますか、そう

いったことにつきましては行ったことはないです。ただ、どなたがその情報を見られても、や

っぱり見やすい。そして、こういう情報があるんだということが分かりやすいようなことに

は、やっぱりしていく必要がございますので、その辺りはどんどん進めていきたいと思いま

す。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） なんかんトッパ丸や、南関の地域おこし協力隊の情報発信の状況に

ついて尋ねます。 

〇議⾧（立山秀喜君） まちづくり課⾧。 

〇まちづくり課⾧（竹崎俊一君） 情報発信つきましてはトッパ丸につきましては、行事等を行

った後にその情報を公開すると、更新するというふうにしておりまして、地域おこし協力隊に

つきましては、肥後琵琶、そしてフットパスということで、これは個人個人でやっているとい

うのが現状でございます。自分たちの活動をそれぞれがその際に更新するという状況で進め

ております。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） トッパ丸も南関町の発展のため地域おこし協力隊も、南関町の地域

を興すために、やっぱりいると思うんですけれども、なので存分に、町の情報の提供や魅力発

信につながるようなものをしてもらいたいと思うんですけれども、内容的にはその魅力発信

につながっている内容に、現在なっているのかというのを尋ねます。 

〇議⾧（立山秀喜君） まちづくり課⾧。 

〇まちづくり課⾧（竹崎俊一君） はい。南関町の魅力ということで、南関町全体を見たところ

では、まだ達成されてないのかなと思ってるところです。結局、肥後琵琶に関すること、そし
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てフットパスに関することということで情報発信をしているものですから、もっと町の全体

の観光の魅力とか、そういうことになるようにつなげていきたいと思っております。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 近隣の市町村ではこのＳＮＳどのような発信をしているのか見ら

れたことはありますか。把握されてますか。 

〇議⾧（立山秀喜君） まちづくり課⾧。 

〇まちづくり課⾧（竹崎俊一君） いっぱい見たということはありませんけれども、少しは見て

おります。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 例えば、どんなものがあるか分かりますか。 

〇議⾧（立山秀喜君） まちづくり課⾧。 

〇まちづくり課⾧（竹崎俊一君） 和水町とかの地域おこし協力隊のＳＮＳというところも見

ております。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 今言っていただいた、和水町の地域おこし協力隊のアカウントもす

ごく工夫して作られてあるんですけれども、和水町の公式のふるさと納税のアカウントって

いうのがあるんですけれども、これもふるさと納税利用した方の投稿を引用して「おいしかっ

たですよ」みたいな感じで投稿してるのを使っていたりとか、魅力発信にすごく力を入れてる

な、ってちょっと見てみたら感じます。⾧洲町であったら、子育て支援センターのアカウント

っていうのがあるんですけど「はぐくみ館」ですかね。があるんですけど、子育てに特化した

情報を分かりやすくまとめてあって、これインスタグラムなんですけど、インスタグラム開い

たときに写真だけがもうバーッて出てくるんですね。そこに見たい情報題名がもうバーッて

乗ってくるので、すごく丁寧な情報発信を行っていると思いますので、ぜひ見てみてほしいと

思います。南関町にも積極的に、町民が自ら町の魅力を発信している方がいます。グループだ

ったりとか、個人だったり、例えば町民の方の情報を町に共有してもらい、町が確認してホー

ムページでアップしたり、公式のＳＮＳで発信したり、行政だけで手が足りないなら町民の方

たちを巻き込んで、より多くの町内外の方に南関町の魅力を届けてみてはいかがでしょうか。

業者に委託して情報発信を行っているところも多数ありますが、今言ったように、住民と共同

で町の情報発信をし、町を盛り上げているところもあります。今の時代に合ったそれぞれの世

代に合った、情報発信の仕方を行わないと、町の変化や、今行ってる町の努力っていうのも伝

わりにくいと思います。ぜひ、町民の方たちも巻き込んでいってもらいたいと思いますが、こ

のような考えに対してはいかが思われますか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 町⾧。 

〇町⾧（佐藤安彦君） はい。ちょうどいい質問ですので、１件面白い動きがありましたので紹

介させていただきます。地方創生の政策アイデアコンテスト２０２３というのがありまして、

これは経済産業省で行われておりまして、今月の１０日前だったと思いますけど全国大会が

行われます。それで、九州から１点、最優秀賞という、そういったことで選ばれた方がおられ

まして、その題材政策のアイデアのタイトルが「地域の特徴を生かして、広域防災の拠点へ、
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すごいぞ、南関町」です。この方は日本で一番南関町を考える関西人ということで、宇都宮さ

んという方なんですけども、奥様が南関出身。今京都にお住まいで、提案されているのが、南

関町の防災と特産品あたりを使ったまちづくりについて、今回全国の場でこれを提案してい

ただくことになりました。先日、役場に来ていただいて打合せをしたんですけども、南関町に

住んでない方がいろんな知恵を持って、防災等町の特産品あたりを組合せた、そういったもの

を全国の９ブロックの中の、九州の代表で発表していただくことになりましたので、日本一に

なっていただければいいなというふうに思ってるんですけど、そういった、南関町とつながり

のある方も、やっぱり行政だけじゃなくて、今議員言われたとおりいろんな方とつながりの中

で、南関町のＰＲができればと思っておりますので、こういった形のつながりをしっかりと持

ちながら進めていくことができればと思います。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 全国でということで、すごくありがたいことといいますか、南関町

が全国的に名前が出るというのはうれしいことだなと思います。町民と共同で行っていく情

報提供についてなんですけれども、協力してくれた人たちに報酬を払っているところもあれ

ば、南関町にはないんですけれども、ポイントを上げているところで面白いところは「ありが

とう」というふうに、表彰してあげるところとかもあります。たくさんやり方があると思うの

で町に合ったやり方で、どこに何を伝えるのか工夫していってもらいたいと思います。ホーム

ページに関しても、情報にたどり着きやすく誘導できているか、もう一度見直してほしいです

し、ＳＮＳの発信については、戦略的に行っていってほしいと思います。町の子育て支援や住

んでよかったプロジェクト、最近でいうと住民提案型補助金、マルシェ補助金、町の歴史ある

イベントや、ここ数年開催されているイベントなど、町の魅力は、まだまだもっと多くの人に

発信できると思います。ぜひ、１人でも多くの人に周知して、町の魅力の肉付けに努めていた

だきたいと思います。こういった情報発信は、今後の町の発展を大きく左右するものだと思い

ます。これで町の情報発信についての質問を終わります。 

続いて、産後ケア事業についての質問を行います。産後ケア事業は、実施していないが、妊

娠と出産、出産後の訪問など、支援の中で産後ケアの役割を果たしているところがあると、町

は考えているということですが、妊娠８か月頃の訪問と、生後２か月頃の赤ちゃん訪問、誰が

行っているのかというのを尋ねます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 健康推進課⾧。 

〇健康推進課⾧（寺本由紀子君） はい。まず、伴走型支援による妊娠８か月の訪問、また赤ち

ゃん訪問についても同じですけれども、健康推進課内保健センターの保健師、また子育て世代

包括支援センターの助産師看護師が訪問を行っております。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 赤ちゃん訪問を生後２か月以外ではされているのかを尋ねます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 健康推進課⾧。 

〇健康推進課⾧（寺本由紀子君） 赤ちゃん訪問という形では２か月ですけれども、そのほかの

かかわりとしては、その後３、４か月健診、それから３、４か月のすくすく教室、また、７、

８か月健診、７、８か月児ののびのび教室と関わりを持っております。通常はこのような形
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で、赤ちゃん、妊婦さん産婦さん、育児の対応をしますけれども、そのほかに、支援が必要な

方については、その方に応じた家庭訪問を行っております。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） その中で出てくる悩みだったり心配事の支援、具体的にどのような

ことを行っているのかを尋ねます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 健康推進課⾧。 

〇健康推進課⾧（寺本由紀子君） 相談の内容ですけれども、１、授乳の仕方や排せつ、皮膚の

トラブルといった育児に関することが多く、また、乳房の管理や睡眠不足といった産後の体調

管理についての相談もあります。支援の内容は、保健指導、助言、カウンセリング的なことが

主なものになっております。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 必要に応じた関係機関との連携っていうふうに答弁であったんで

すけれども、現在どのような関係機関と連携をされているのか尋ねます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 健康推進課⾧。 

〇健康推進課⾧（寺本由紀子君） はい。母親の体調の不調につきましては、一番に出産された

医療機関につなげることが多いです。そのほか心のケアが必要な場合は、心理士につなげてい

ます。また、福祉課であったり保健所といったところとの連携も行っております。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 先ほども出てきた伴走型相談支援事業と、今回質問している産後ケ

ア事業は、どちらも妊娠、出産、子育てに関する支援を行う事業で、答弁いただいたように、

どちらも産後のケアという役割は果たしていると思います。ただ二つの事業内容に違いがあ

ると思いますが、その違いについてお願いいたします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 健康推進課⾧。 

〇健康推進課⾧（寺本由紀子君） 伴走型相談支援は、妊娠から出産、産後の生活、育児まで、

その場面ごとに、支援者がよそ寄り添い切れ目のない支援を提供するものでございます。産後

ケアは文字通り、心身のケアのできる体制を整え、提供する事業であると考えます。伴走型相

談支援と産後事業は共に連携をし進めていくべきものと考えております。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 出産が終わって、大体５、６日ぐらいの入院を経て退院して、体も

通常に戻っていない状態から、女性はすぐお母さんっていうわけなんですけれども、以前と違

い、核家族が増える中、お母さんは多少のことは我慢するのが当たり前っていう風潮が⾧い間

変わらず、いつの間にかプレッシャーを抱えて孤独に子育てしている方もいるのではないで

しょうか。３時間奥の授乳、おむつ替え、洗濯掃除、入浴、買い出し、気づけば、記憶がない

ほど忙しいのは、出産後のお母さんなら誰でも経験していると思います。待ち望んでいた我が

子が誕生してうれしいはずなのに、いつの間にか疲れ切ってしまいます。担当課⾧にお尋ねし

ますが、子育て中、無意識に我慢とかしていませんでしたか。不安になったことはありません

か。そのときどこに助けを求めていたのか、尋ねたいです。 

〇議⾧（立山秀喜君） 健康推進課⾧。 
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〇健康推進課⾧（寺本由紀子君） はい。私、子育て自体は本当にもう、昔々の話ですので、育

児休暇もなく、産後８週間で職場の復帰をしていました。職場、なかなかそれこそ、夜寝れな

くても仕事に出ないといけないので、やはり泣き事を言うこともありました。そういうことを

言うと「みんなそうやってきたんだから」と先輩に言われて、それからもう何も口に出しては

言わなくなったのを覚えております。一番困ったのは子どもの病気で、頼っていたのは、同居

する主人の母、それから実家の母、うちは町内におりますので実家の方に頼っておりました。

その次ぐらいに主人がいたかなと思います。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 今言われたように、やはり以前は、同居する家も多かったと思いま

す。私も実際同居で、子どもが小さいときは主人のお母さんもいましたし、頼るところがある

んですね。いざというときは、家にいたり、町内の方だと実家が近くにあったりで、以前は女

性は結婚後夫の家に入り、祖父母を囲む家族、そして近隣、隣近所と一緒に子育てをする環境

というのが一般的だったと思うんですけれども、現在においては実家から遠く離れた場所に

住んで、御近所は顔見知り程度っていう状況はよくあることだと思います。実際南関町でも、

もう既にそういう状態が起きていることだと思います。身近に援助を頼める人が少なくなり、

母親が１人で抱え込んでしまうと、産後の体力回復が遅れる上に、産後鬱になってしまうケー

スもあります。時代とともに変化する子育て世代を取り巻く環境に、やはり考慮し、相談支

援、伴走型の相談支援だけではなく、心身のケアや育児のサポートを行う産後ケア事業の支援

が、南関町にも必要だと思いますが、これについてはいかがか、お尋ねします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 健康推進課⾧。 

〇健康推進課⾧（寺本由紀子君） ご指摘のとおりであるかと考えます。これまで南関町では、

聞き取りにおいては、何らかの誰かしらの支援があって、皆さん解決をされていた場合が多か

ったと思いますけれども、今後は全く支援者のいないケースもありうるので、この方たちが安

心して利用できる体制をつくっていくことが必要と考えます。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 今年８月に、筑波大学などが全国の妊婦と３歳未満の子どもがいる

母親１，０００人に実施したアンケート調査があるんですけれども、調査では約３５％が「妊

娠出産前後で健康状態が悪くなった」と答えています。更に、６５％の人が「子育て中は、精

神状態が悪化しても仕方がない」という意見に対して「とてもそう思う」「どちらかと言えば

そう思う」と答えています。出産後、心が病んでしまうことに対して、一種の諦めのようなも

のを感じてしまう人も少なくない、ということだと思います。そして、子育てに関することで

は、あくまで子どもが主役で、特にお母さんのことは基本的に後回しになっているのが、今ま

での世の中だったように感じます。今、政府では異次元の少子化対策を打ち出しています。そ

の中では、産後ケアについても強化していくこととしています。自治体が行っている様々な産

後ケアについて、国は、対象者を心身の不調または育児不安があるものなどとしていました

が、今年度から産後ケアを必要とするものと、実施要綱を改めています。希望すれば誰でも受

けられることを明確にしていますが、この実施要綱について、町の見解を聞かせてください。 

〇議⾧（立山秀喜君） 健康推進課⾧。 
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〇健康推進課⾧（寺本由紀子君） 国が対象者の定義を産後、心身の不調または育児不安等があ

るものから、産後ケアを必要とするものに改正したことに対して、利用する側にとってとても

利用しやすく、支援者にとってもそれを進めやすい状況になっていると思います。ただ、それ

をその受皿が十分に確保できるかどうかは不明なため、支援の必要性の高い産婦が優先にな

るかと考えます。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 各自治体が実施する産後ケアは、一部補助があると思います。指定

された施設で産後ケアを利用すると、補助分を指し引いた低料金で利用できると思います。調

べたところによると、一般世帯だと、訪問や通所型だと、５００円から４,０００円程度。宿

泊型のケアは、１泊２日につき６,０００円から１万円程度とされていることが多く、非課税

世帯になると無料や、一般世帯の半額以下の料金に設定しているところが多いようです。ま

た、産後ドゥーラという専門職もあります。ドゥーラは妊娠中から産後も母親に寄り添い、心

身のケアや育児支援だけでなく、家事もサポートしてくれます。熊本県内で各活動する認定産

後ドゥーラと、近隣市町村でも専門職委託契約をしています。近隣市町村は、産後ケア事業を

実施しているのか。また、どこの医療機関や関連事業所と委託契約をしているのか、把握され

ているのかお尋ねします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 健康推進課⾧。 

〇健康推進課⾧（寺本由紀子君） まず、近隣の市町村ですけれども、荒尾市は宿泊型、通所型、

訪問型、全ての実施がされております。玉名市は宿泊型、通所型、玉東町は宿泊型、訪問型、

和水町は通所型、⾧洲町は独自の家事支援型を実施されています。委託事業者の医療機関につ

きましては、荒尾市の場合は、有明荒尾市立有明医療センター、または大牟田市の医療機関と

の委託契約をされております。玉名市については、玉名市内の病院、荒尾市の病院がホームペ

ージには載っておりましたけれども、今、荒尾市の医療体制が変わっておりますので、最新の

情報については把握できておりません。玉東町は熊本市内でお産される方が多いので、熊本市

内との委託契約をされているようです。把握できてるのは、以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 先ほども申しましたが、２０１９年の改正母子健康法で、産後ケア

事業の実施は各自治体の努力義務とされました。子育てする世帯の生活環境も、以前と比べ

て、全く変わっています。南関町も赤ちゃん訪問を実施しているからとか、委託先が確保でき

ないからという理由で、産後ケア事業をしないという選択肢は、ないんじゃないのかなってい

うふうに思います。支援を必要とする全ての方が利用できるように、委託先が確保できないと

いう理由なら、提供できる体制をまず整備することから考えてほしいと思います。そして、県

の協力が必要な場合はしっかり要望していってほしいと思います。国が推進する産後ケア事

業は、広域的な協力体制を構築し、結果、南関町のような参加がなく、事業所が不足している

地域にとって、町と関係事業所、医療機関と連携ができる機会でもあり、より一層一人一人に

寄り添うきめ細やかな支援につながると思います。町レベルの自治体でも、里帰り出産をされ

た方にも、産後ケア事業の支援が受けられたり、父親や上の子どもたちも利用できたり、取組

が早いところは、それぞれ利用しやすいように実施しているところもあります。町内にも、訪
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問看護ステーション、2 箇所あると思うんですけれども、その方たちのとも情報交換や意見交

換を通して、南関町の子育てする不安なお母さんを助けていってほしいと思います。子育て環

境を今よりもっとよくしていってほしいです。今、出生者数は減少傾向です。子は宝と町⾧よ

くおっしゃいますが、同時に出産するお母さんも宝だと思います。先ほど少し言いましたが、

子どもに対する支援は多数あると思います。母親に対する支援は、今まで目が余り行かなかっ

たのではないでしょうか。産後ケア事業は、子どもの健康にもつながります。そして「産後鬱」

よく耳にするワードだと思いますが、産後ケアの実施が、令和６年度末までの全国展開を目指

すこととされており、実施が市町村の努力義務となった今、産後ケアの町での実施を家族の笑

顔につながる事業として、今後検討して行ってもらえたらと思います。決して手厚い支援では

なく、環境の変化とともに、必要な支援です。以上で質問を終わります。 

〇議⾧（立山秀喜君） 以上で、１番議員の一般質問を終了しました。 

ここで１０分間休憩をとりたいと思います。 

―――――――〇――――――― 

休憩 午後 15 時 02 分 

再開 午後 15 時 12 分 

―――――――〇――――――― 

〇議⾧（立山秀喜君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

続いて、2 番議員の質問を許します。2 番議員。 

〇２番議員（伊藤博⾧君） こんにちは。2 番議員の伊藤です。 

まず、「県道５号大牟田南関線について」県主体の工事ではあるが、下記の３点について、

工事が進まない具体的な理由と今後の工事の見通しについて問う。 

１、新しい落合橋が出来てずいぶん経つが、落合交差点の工事が中途半端な状態になってい

る。交通安全上、右折しやすい交差点にする必要がある。 

２、落合交差点から名護瀬（ヤマチク第二工場）までの区間で、歩道があったりなかったり

しており、交通安全上を整備する必要がある。 

３、新しい落合橋の完成に伴い、八角目方面への道路の拡張工事がされているが、途中まで

で中断しておりその先の工事が進まない。 

この３点について、具体的な理由と今後の工事の見通しについて、質問します。 

続きまして、「農業経営の下支え策について」。肥料、資材、燃油等の高騰は続いており、農

業者の経営を圧迫している。引き続き、農家の下支え策を行う必要があるが、今年度の南関町

の下支え策は、昨年度と比較し極端に減少している。今年度も近隣の自治体では、「荒尾市農

水産業エネルギー価格高騰対応支援金」、「和水町農業機械等補助金」などの事業を行ってい

る。予算が厳しいことは理解するが、今後の農業経営の下支え策について問う。 

この後の質問は自席にて行います。 

〇議⾧（立山秀喜君） ２番議員の質問に対する答弁を求めます。町⾧。 

〇町⾧（佐藤安彦君） ２番伊藤博⾧議員の「県道５号大牟田・南関線について」の質問にお答

えいたします。県道５号大牟田・南関線は、熊本県の管轄でございますので、熊本県玉名地域

振興局土木部にお尋ねし、回答いただいた内容でお答えします。 
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まず、１「新しい落合橋ができてずいぶん経つが、落合交差点の工事が中途半端な状態にな

っている。交通安全上、右折しやすい交差点にする必要がある」についての県の回答は、「本

年度は、久重南自治会所有の神社境内地（８２名共有地）などについて交渉を行っております

が、種々の課題案件があり、合意に至っていないのが現状であり、引き続き、丁寧な交渉を行

い、安全な道路の整備が出来るよう尽力して参ります。」ということであります。事業費につ

きましては、単県事業で取り組まれておりますので、用地等の合意がとれれば、予算の組み替

えも検討し、対応したいと考えておられているようで、地元の皆様方のご協力が必要かと思

われます。  

次に、２「落合交差点から名護瀬（ヤマチク第二工場）までの区間で、歩道があったりなか

ったりしており、交通安全上整備する必要がある。」にお答えします。 

本区間は、２０年程前に単県交通安全施設事業として、県道荒尾・南関線の歩道整備に取り

組まれておりましたが、この区間においても、道路用地への承諾が得られず、中断しておりま

す。平成２１年度に設計の見直しを行い、再交渉をされていますが、合意には至らず、県とし

ては、これで一旦終了と判断されています。また、玉名地域振興局管内でも、南関町は、改良

要望が多い地域であるため、この区間においては、まずは、県道大牟田・南関線を完了させて

から判断したいと考えておられるようです。 

  最後に、３「新しい落合橋の完成に伴い、八角目方面への道路拡張工事がされているが、途

中までで中断しておりその先の工事が進まない。」にお答えします。 

平成２４年度から取り組まれている県道大牟田・南関線の計画では、町道久重中線入口付近

までを計画されており、平成２５年度に計画設計に基づき、地権者説明会を開催されていま

すが、この時の交渉記録に「落合入口の改良が出来ていないのに途中の改良はありえない」と

複数の方から意見が出ており、交渉が中断しております。その後も、個別に交渉されておりま

すが、現在行われている落合交差点の工事が完了しない限り、再度交渉に応じてもらえない

とのことで、先に進めないようです。これにつきましても、地元の皆様方のご協力が必要であ

ると思われるところであり、町としましても早期の事業完遂に向けて継続した県への要望活

動を行って参ります。 

  次に、「農業経営の下支え策について」「肥料、資材、燃油等の高騰は続いており、農業者の

経営を圧迫している。引き続き農家の下支え策を行う必要があるが、今年度の南関町の下支

え策は、昨年度と比較し極端に減少している。今年度も近隣の自治体では、「荒尾市農水産業

エネルギー価格高騰対策応援金」、「和水町農業機械等補助金」などの事業を行っている。予算

が厳しいことは理解するが、今後の農業経営の下支え策について問う。」の質問にお答えいた

します。 

肥料、資材、燃油の高騰等においては、令和２年当初より日本国中に蔓延した新型コロナウ

イルス感染症及び令和４年２月に開始されたロシアによるウクライナへの軍事侵攻などの影

響から、日本の経済や農業にも大きな影響が出ています。農業分野においても、肥料や飼料を

始めとするハウス資材・農業機械など幅広い資機材の高騰が止まらず、農業経営を圧迫し農

業者にとっては非常に重要な問題となっています。このような厳しい環境が続く中、国や県

では農林業者向けの「原油価格・物価高騰対策支援」において、施設園芸並びに各種施設に対
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する電気料金の支援、消費拡大・飼料高騰・経営支援等の畜産関係に対する支援、肥料・燃料・

農業資材に対する支援など、影響緩和・省エネ資機材等の導入等を目的とした支援策を継続

的に行われております。各自治体においても、国・県の対策を推進しながら農林業の振興を図

るため、農林業者を対象とした経営継続に向けた取り組み支援、生産体制の強化、所得向上・

育成に対する支援、農林産物の需要喚起など、農林業の振興に欠かせない施策について、自治

体独自の支援に取り組んでいるところであります。本町におきましても、エネルギー・食料品

価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、負担軽減並びに地域経済の活性化

を目的とした各種支援並びに農林業者を対象とした支援を行っているところです。今後も国・

県及び他地方公共団体の施策を鑑み、農林業の振興を図るための支援、対策をしっかりと実

施していきたいと考えております。 

以上、お答えしまして、この後の質問については、自席からお答えさせていただきます。ま

た、詳細につきましては、担当課⾧がお答えします。 

〇議⾧（立山秀喜君） ２番議員。 

〇２番議員（伊藤博⾧君） 追加質問します。今回上げた３点の工事ですけれども、計画からも

う何十年と経過しております。未だに中途半端な状態で止まっております。それで答弁にあり

ましたけれども、まず１の落合交差点の完了を待って、それが終わったならば、久重中区入り

口までの工事、そのあと名古瀬までの歩道というような順番だと理解しましたけれども、とに

かく落合交差点が完了しないとほかの工事は進まないという認識で間違いないでしょうか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 建設課⾧。 

〇建設課⾧（嶋永健一君） はい。今おっしゃったとおり県のほうからはそういうふうにお答え

をいただいております。県でも限られた予算を効率的に、集中投資する必要があるということ

で、まずは落合交差点を先に取り組みたいということでご意見をいただいております。 

〇議⾧（立山秀喜君） ２番議員。 

〇２番議員（伊藤博⾧君） そうなるとネックになっているのが落合交差点の件ということに

なりますけれども、落合交差点の件で地元の方に確認しましたが、久重南の自治会所有の神社

境内地８２名の共有地の課題は、何かもう解決に向けて合意できた、というようなことを聞い

ております。答弁で、種々の課題、案件があり合意に至っていないとありましたけれども、合

意に至ってない地権者はあと何件、どのような理由で解決できないのか。お聞きします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 建設課⾧。 

〇建設課⾧（嶋永健一君） はい。これにつきましてはちょっと個人情報でありますものですか

ら、県のほうからは、詳細に答えをいただいておりません。多分複数名の方が該当されてるの

かなというのは判断できることと思いますが、その内容につきましても、おっしゃってある通

り種々っていうことで、その方、その方でいろんな条件が出されてるんじゃないかということ

と、思われます。それ以上のことはお答えをいただいておりませんので、これぐらいしか答弁

することができません。申し訳ありません。 

〇議⾧（立山秀喜君） ２番委員。 

〇２番議員（伊藤博⾧君） そうなると地権者の数とか、そういうのも把握できないということ

ですか。 
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〇議⾧（立山秀喜君） 建設課⾧。 

〇建設課⾧（嶋永健一君） はい。町道で私どもが動いてるものでありますならば、情報を持っ

てますので、お出しすることできますけども、あくまで県が主導で動いておりまして、これか

ら先については私どもの用地係も全然、担当として入っておりません。用地交渉に、県独自で

行われていますので、どこまでどうなったかというのが、私どもほとんど手に入れておりませ

ん。スタートした時点では、この方、この方がいらっしゃいますよ、ということはお伺いして

おりますけども、それ以降については県が独自で交渉されてますので、あと残ってる方がどな

たっていうのは、大変申し訳ありませんが、私ども把握するすべはございません。 

〇議⾧（立山秀喜君） ２番議員。 

〇２番議員（伊藤博⾧君） 県の管轄なのでお答えできないということなんで、もうそれ以上聞

くことができないんですけれども、いずれにしても、こういった工事は地元の皆さんのご協力

がなければ進みません。で、この３点の工事については地元の関心も高いということがありま

すんで、再度、１日も早く地権者の方のご理解を得ながら、県に対し再度働きかけを行ってほ

しいと思います。どうでしょうか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 建設課⾧。 

〇建設課⾧（嶋永健一君） 今のご意見については私どもも十分理解しておりますので、町⾧に

もお願いして、振興局のほうには強く要望を毎年していただいておりますので、引き続き要請

をしていきたいと考えております。 

〇議⾧（立山秀喜君） 町⾧。 

〇町⾧（佐藤安彦君） はい。今回の一般質問で、この道路の件について質問いただきましたの

で、今回伊藤議員の要望と言いますか、地元の要望でもありますので、私のほうも建設課⾧と

振興局のほうに伺って、こういった要望があってるということでお伝えして、早期完成できる

ようなことを改めて要望していきたいと思います。 

〇議⾧（立山秀喜君） ２番議員。 

〇２番議員（伊藤博⾧君） ぜひともよろしくお願いします。 

続きまして、「農業経営の下支え策について」ということで、肥料、資材、燃油の高騰、畜

産では資料の高騰ということが、もうずっと続いております。農家を取り巻く環境はもう冬

どころか吹雪の状態だと思っております。特に心配するのが若手農家で、少しでも付加価値

を上げようと、耕運機を導入して施設園芸をやってる農家が多いというような状況です。で、

一方若手農家は結構、機械を買ったりとか経営の基盤が脆弱で、お金のかかる子育て世代と

いうようなことがあります。若者世代をいかに支えるかっていうのは、もう町の宝でありま

すんで、優先して行うべきではないかなというふうに思っております。今年度、荒尾市で燃油

価格高騰対策支援金事業を荒尾市でやっていて、今年度、南関町ではやっていないと思いま

すけれども、この違いは何でしょうか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 経済課⾧。 

〇経済課⾧（田口 明君） はい、令和２年度からコロナの調整交付金を活用して、いろんな分

野において農業関係の支援を行っておりました。昨年度については、やはり燃油高騰等もあり

まして、それに対する支援金ということで、コロナ交付金を活用した上で昨年度、支援を行っ
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ているところです。今年度もいろいろな交付金、補助金を模索しておりましたが、今のところ

交付金関連で燃油高騰対策に向けての支援が今はできてない状態です。今後、新たな交付金、

補助金等の活用が見込まれる事業がありましたら、即対応いたしたいと考えております。以上

です。 

〇議⾧（立山秀喜君） ２番議員。 

〇２番議員（伊藤博⾧君） 昨年は結構、いろいろ農業に対する支援というのが充実していたと

いうふうに思っております。今年がもうコロナの予算とかがないんで、燃油価格高騰、ほかの

対応ができてないということですかね。 

〇議⾧（立山秀喜君） 経済課⾧。 

〇経済課⾧（田口 明君） はい、町の予算、考えればそういうことになります。ただ、国県の

燃油高騰対策、物価高騰対策に対応するような事業は行われておりますので、各農業者さんの

形に沿って交付金の提案等ができれば、利用していただきたいと考えております。 

〇議⾧（立山秀喜君） ２番議員。 

〇２番議員（伊藤博⾧君） 国や県の燃油価格高騰の対策っていうのは、何か今年度は私が調べ

た限りあまりやられてないと、国民全体で検討されたり、トリガー条項の解除とか凍結解除と

か、そういったことを検討されておりますけれども、トリガー条項については、あれはガソリ

ンと軽油が対象で重油とかは対象外なんで、農家の耕運機とかについては、あれが解消しても

改善されないというような状況になるかと思います。 

続きまして、和水町の農業機械等補助金事業は、個人の場合、事業費の２０％限度額が１０

０万円。法人や営農組織の場合は限度額が２００万円で、南関町でいうと高度化推進事業と

いうことに当たるかなというふうに思うんですが、個人法人に関係なく事業費の３０％限度

額が４０万ということで、大きく差があります。住民の皆さんは近隣の自治体と比較して、南

関町は少ないというふうに言われます。和水町の農業機械等補助金の事業の予算っていうの

は、どれくらいの規模でやられてるか、分かれば教えてください。 

〇議⾧（立山秀喜君） 経済課⾧。 

〇経済課⾧（田口 明君） はい、今ご質問の和水町の農業用機械等整備事業につきまして、今

年度の予算は３３０万円です。昨年度までは１,０００万を超えるような事業をやられてたん

ですけど、今年度から３００万程度に変更されております。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） ２番議員。 

〇２番議員（伊藤博⾧君） 和水町が３００万ということは、例えば、限度額が１００万の対象

になる機械を購入されたとすると、もう３年で終わりということになりますかね。今年度は南

関町も３００万でしたか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 経済課⾧。 

〇経済課⾧（田口 明君） はい。今年度南関町の予算につきましては２００万です。ただ、令

和４年度の交付税措置において、補正予算にて２３０万円程度を計上いたしておりますので、

今年度の前倒しという形で対応させていただいております。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） ２番議員。 

〇２番議員（伊藤博⾧君） 今年度の前倒しが２３０万で今年度２００万ということで、計４３



54 

 

０万という回答になると理解していいですかね。はい。また例年だと高度化事業の補助金の申

請は１１月末に、もう締切りというようなことであってましたけれども、今年は来ておりませ

ん。この辺はどうなってるんでしょうか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 経済課⾧。 

〇経済課⾧（田口 明君） はい。すいません。毎年度１１月いっぱいを目途に、次年度の要望

調査を行っているところでありますけども、今経済課のほうにおいて基盤整備と一体となっ

た担い手の集積を行いながら、地域営農組織の立ち上げ、育成法人化を今推進しているところ

です。それに見合った今後の農業機械の共同購入、高度利用に対して、補助率、補助内容の充

実を図るために、今検討をさせていただいているところなんで、それが確定次第、要望調査の

ほうを行いたいと思っております。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） ２番議員。 

〇２番議員（伊藤博⾧君） 今見直し中ということみたいですけど。共同利用の補助率、共同利

用で機械を購入した場合の補助率を上げる、みたいなことなんですかね。あと予算規模はどん

な感じでしょうか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 経済課⾧。 

〇経済課⾧（田口 明君） はい。先ほどからのご質問の続きですけども、基本的には、やはり

農業生産組織、新規就農者に対して手厚く補助を行っていきたいと考えております。予算規模

については、今後協議を重ねていく予定といたしております。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） ２番議員。 

〇２番議員（伊藤博⾧君） その高度化の申請の時期っていうのは、どのようになるんですか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 経済課⾧。 

〇経済課⾧（田口 明君） はい。来年度の高度化の要望調査におきましては、今後、内容が固

まり次第、委員会、全協なりでご説明をさせていただいた上で、要望調査を行いたいと思って

おります。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） ２番議⾧。 

〇２番議員（伊藤博⾧君） 別の質問になりますけれども、耕作放棄地対策とか、竹林整備の対

策とか、例えば竹の粉砕機、ラジコン式の草刈り機とか、高度な機械を町で保有して住民の皆

さんに貸し出すというような事業ですね。実際に和水町では、竹の粉砕機を町のほうで保有し

て住民の皆さんに貸し出すというようなことをされております。この辺について、検討してい

ただけないでしょうか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 経済課⾧。 

〇経済課⾧（田口 明君） はい。和水町に限らず、ほかの各自治体でも機械を保有されている

ところはあるかと思います。以前から、そういうお話がございましたので、町のほうでもいろ

いろと検討を重ねてきましたけども、やはり町が機械を持って貸し出す、基本的に機械のメン

テナンスが必要になってくるということで、ＪＡさんともいろいろ話を進めた経緯もありま

すけども、今、南関町ができることっていうことで、今年度から竹の粉砕機等に関してのリー

ス代の補助ということで、各個人さんがリースをされた部分に対して補助を行っているとこ

ろです。以上です。 
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〇議⾧（立山秀喜君） ２番議員。 

〇２番議員（伊藤博⾧君） 個人が高額の機械を購入されてリースにかけて、そのリース代を補

助するということですかね。そのリース代の補助率ってどれくらいなんでしょうか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 経済課⾧。 

〇経済課⾧（田口 明君） はい、個人がリース業者からリースされた金額の２分の１を補助す

る制度を行っております。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） ２番議員。 

〇２番議員（伊藤博⾧君） 高額の機械なのでリース代を補助するというようなことで、実際、

そういったものを活用されてる事例はありますか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 経済課⾧。 

〇経済課⾧（田口 明君） はい、今年度の粉砕機あたりのリース事業始めましたけど、今のと

ころ申請は上がっておりません。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） ２番議員。 

〇２番議員（伊藤博⾧君） 申請が上がってないという理由は何だとお考えでしょうか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 経済課⾧。 

〇経済課⾧（田口 明君） 粉砕機については、やはり個人でお持ちの方も数件ございます。そ

ういったやつを、借りられてる方もおられるかと思います。ただ粉砕機を使って竹林整備を行

われている方っていうのが少ない状況にあるのではないかと考えられます。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） ２番議員。 

〇２番議員（伊藤博⾧君） はい。ちょっと違う質問に行きます。経済課で農林業に関するふる

さと納税の寄附金は、どの程度使われてるんでしょうか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 経済課⾧。 

〇経済課⾧（田口 明君） はい。ふるさと寄附金の経済課部門への充当ということだと思いま

すけども、基本的にふるさと寄附金の使途といたしまして、南関町まち・ひと・しごと創生推

進事業に位置づけられた事業という中の、産業振興事業というのが、経済課部門に当たるかと

思います。昨年度は３５０万円程度、以前においては、加工品開発センターの備品購入費等に

も利用をさせていただいております。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） ２番議員。 

〇２番議員（伊藤博⾧君） 昨年度３５０万円程度ということなんですけど、昨年のふるさと応

援寄附金は確か１億４,０００万ぐらいだったと思いますけれども、全体で町が使える予算は

多分５,０００万ぐらいだと思います。そのうちの３５０万が農林部門に来たということです

かね。ふるさと納税の使い道というか使途ですね、これ以前質問したことあるんですけれど

も、もうちょっと具体的に耕作放棄地対策とか、竹林整備の対策とか里山保全活動をやるとい

うような、ただ単に、産業振興に充当するじゃなくって、もうちょっと使途を明確にして、魅

力ある使途にすると、ふるさと応援寄附金の額も上がってくると思いますんで、その辺の工夫

をされたらいかがでしょうか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 伊藤議員、ちょっと質問の趣旨と若干ずれてるような感じがしますけ

ど。 
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〇２番議員（伊藤博⾧君） いや、要は… 

〇議⾧（立山秀喜君） 農業経営の下支え策ということで、ふるさと納税のあれとは若干、ちょ

っと違うような。 

〇２番議員（伊藤博⾧君） いやいや、下支え策で高額の機械とか、そういうリース額の補助と

か、そういったのを増やすためにも、もうちょっとふるさと応援寄附金を利用されたらいかが

かなと思って質問しております。なので、ずれてはいないと思っておりますけれども。 

〇議⾧（立山秀喜君） それは別のほうじゃないですかね。 

〇２番議員（伊藤博⾧君） そうですかね。そうですね。そしたら、はい。 

〇議⾧（立山秀喜君） ２番議員。 

〇２番議員（伊藤博⾧君） とにかく今、農業を取り巻く環境というのはもうすごく厳しいで

す。若者、若手農家がリタイアしないような対策とか、そういったのをきめ細かにやってない

と今後、経済課⾧は営農組織と言われますけれども、営農組織をつくるところで、若者がいな

かったら、もう年寄りばかりの組織になってしまいますよね。私はやっぱり、若手農家をいか

に確保するか。例えば親元就農で、実家に土地があって就農したいけれども、今の農業の厳し

さから言って就農できないということで諦めるとかですね。そういう話も聞いております。今

こそ、そういった親元就農に対する補助金っていうのは今一切ないような状態ですね。で、そ

ういったいかに若手農家を確保するかというようなことにですね、もうあと５年もすれば、農

業を取り巻く環境は変わってくると思いますんで、もう待ったなしでこの５年間、農業の振

興、特に若手農家の確保というようなところに、力を入れていってほしいなというふうに思っ

ております。以上で質問を終わります。 

〇議⾧（立山秀喜君） 以上で２番議員の一般質問を終了しました。 

これで本日の日程は全て終了しました。 

明日６日は午前１０時に本会議場にご参集ください。 

これにて散会します。 

起立。礼。お疲れさまでした。 

―――――――〇――――――― 

散会 午後 15 時 53 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


